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…
近
江
国
甲
賀
郡
森
尻
村
矢
川
寺
を
事
例
に

藤

田

口禾

敏

【
要
約
】
　
近
江
国
甲
賀
郡
森
尻
村
に
所
在
す
る
矢
川
大
明
神
は
、
申
世
段
階
の
当
該
地
域
に
存
在
し
た
池
原
杣
庄
の
荘
鎮
守
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
神

社
で
あ
り
、
神
宮
寺
で
あ
る
矢
川
寺
は
神
仏
習
合
形
態
で
祭
祀
を
執
行
し
て
い
た
。
戦
国
末
期
に
お
け
る
荘
園
制
の
解
体
の
後
に
、
中
世
的
な
神
社
の
運

営
構
造
を
再
編
成
し
た
新
た
な
存
立
基
盤
を
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
矢
川
寺
は
、
氏
子
轟
々
に
所
在
す
る
祈
縛
寺
・
鎮
守
の
祭
祀
を
掌
握
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
地
域
に
宗
教
的
権
力
秩
序
を
形
成
す
る
。
矢
川
寺
の
住
持
が
氏
子
怪
々
の
祭
祀
を
取
り
仕
切
る
た
め
に
は
、
密
教
の
郷
郡
を
行
う
資
格
で

あ
る
銀
閣
梨
の
職
位
が
必
要
で
あ
り
、
台
密
の
穴
太
織
を
相
伝
し
て
い
た
延
暦
寺
の
僧
坊
で
あ
る
惣
辛
辛
と
法
流
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
そ
の
法
流
関
係

を
継
子
と
し
て
、
傘
持
坊
は
幕
府
が
行
っ
た
寺
院
改
を
契
機
に
、
矢
川
寺
と
氏
子
村
々
の
祈
禧
寺
を
直
末
寺
と
し
、
矢
川
寺
の
中
本
寺
と
し
て
の
立
場
を

否
定
し
よ
う
と
試
み
た
。
矢
川
寺
は
訴
訟
を
起
こ
し
て
抵
抗
し
た
の
で
あ
り
、
両
者
が
せ
め
ぎ
合
う
中
で
寺
院
本
末
関
係
が
成
立
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
〇
巻
六
号
　
二
〇
〇
七
年
一
［
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
末
制
度
・
一
塁
制
度
と
い
う
幕
府
の
宗
教
政
策
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
の
離
反
を
招
い
た
と
す
る
辻
善
之
助
の
近
世
仏
教
堕
落
論
は
、

近
世
仏
教
が
葬
式
仏
教
と
化
し
、
ひ
い
て
は
僧
侶
の
堕
落
、
民
心
の
仏
教
か

戦
後
の
近
世
仏
教
史
研
究
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
。
政
策
面
の
分
析
か

ら
近
世
仏
教
の
形
式
化
を
論
証
し
た
辻
の
研
究
を
克
服
し
、
近
世
社
会
に
お
い
て
仏
教
が
存
在
し
た
意
義
を
積
極
的
に
捉
え
る
こ
と
が
、
そ
の
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後
の
研
究
に
お
け
る
最
大
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ち
早
く
民
俗
学
の
視
点
か
ら
、
近
世
仏
教
堕
落
論
の
批
判
を
試
み
た
竹
田
聴
器
は
、
近
世
寺
院
に
は
幕
藩
権
力
と
の
関
係
を
超
え
た
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ろ
で
民
衆
生
活
の
側
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
一
定
の
機
能
面
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
近
世
社
会
に
お
い
て
庶
民
の
家
が
形
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
、
祖
先
信
仰
が
広
く
定
着
し
た
と
い
う
民
衆
生
活
の
動
向
が
、
寺
檀
制
度
と
い
う
幕
府
の
宗
教
政
策
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
竹

田
の
　
連
の
研
究
は
、
近
世
仏
教
史
に
新
た
な
視
野
を
切
り
開
い
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
見
解
を
継
承
し
て
い
く

こ
と
が
研
究
の
大
き
な
潮
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
～
九
七
〇
年
代
以
降
に
展
開
し
た
児
玉
識
・
奈
倉
哲
三
、
社
会
学
の
森
岡
清
美
に
よ
る
浄

土
真
宗
を
事
例
と
し
た
諸
研
究
は
、
そ
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
児
玉
・
奈
倉
・
森
岡
の
研
究
は
、
前
鑑
不
拝
・
祖
先
信
仰
の
否
定

と
い
う
浄
土
真
宗
の
独
自
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
西
日
本
や
北
陸
地
方
と
い
っ
た
「
真
宗
優
越
地
帯
」
に
お
い
て
、
家
を
核
と
し
た
根
強
い
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

土
真
宗
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
こ
れ
ら
の
浄
土
真
宗
を
対
象
と
し
た
諸
研
究
は
、
近
年
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
身
分
的
周
縁

⑤論
の
影
響
を
受
け
た
澤
博
勝
・
引
野
亨
輔
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
お
り
、
浄
土
真
宗
以
外
の
諸
宗
教
と
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
合
い
を
論
究
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　
戦
後
の
近
世
仏
教
の
研
究
史
を
総
括
し
た
大
桑
斉
は
、
社
会
経
済
史
学
の
動
向
に
近
世
仏
教
史
研
究
が
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指

　
　
　
　
⑦

摘
し
て
い
る
。
大
桑
の
指
摘
に
従
え
ば
、
以
上
に
述
べ
た
諸
研
究
も
、
近
世
社
会
経
済
史
研
究
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
小
農
自
立
論
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
を
軸
に
近
世
仏
教
を
捉
え
る
視
点
が
豊
か
な
研
究
成
果
を
も
た
ら
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
裏
返
し
の
問
題
と
し
て
、
寺
檀
関
係
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
近
世
仏
教
の
側
面
が
捨
象
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ろ
う
。
現
在
で
も
方
法
論
的
に
重
視
さ
れ
て
い
る
竹
田
の
研
究
は
、
民
衆
生
活
と
仏
教
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
寺
檀
関
係
の
み
を
取
り
上

げ
た
の
で
は
な
い
。
竹
田
は
、
神
社
に
お
け
る
祈
講
系
仏
教
宗
派
の
神
宮
寺
と
民
衆
と
の
関
わ
り
合
い
の
あ
り
方
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
丹
波
国
桑
田
郡
山
国
郷
の
郷
鎮
守
世
嫡
明
神
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
実
態
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

郷
と
は
、
水
利
・
入
会
山
と
い
っ
た
農
業
生
産
条
件
を
、
紐
帯
と
す
る
地
縁
的
な
村
落
結
合
で
あ
り
、
郷
を
構
成
す
る
村
々
の
宗
教
的
な
結
束
の
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核
に
な
っ
た
の
が
郷
鎮
守
で
あ
る
。
郷
鎮
守
に
は
神
宮
寺
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
住
持
が
神
仏
習
合
の
形
態
で
祭
祀
を
執
行

し
て
い
た
。
竹
田
が
示
し
た
よ
う
な
近
世
に
お
け
る
郷
鎮
守
と
神
宮
寺
の
存
在
形
態
は
、
苅
米
一
志
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
中
世
の
領
域
農
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

園
に
お
け
る
荘
鎮
守
を
取
り
巻
く
地
域
構
造
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
近
世
移
行
期
の
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
存
在
形
態
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
検
討
対
象
で
あ
る
。
筆
者
は
既
に
、
畿
内
・
近
国
地
域
を
事
例
に
、
荘
園
の
領
域
的
な
枠
組
み
を
引
き
洗
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

だ
郷
村
結
合
が
、
近
世
社
会
に
お
い
て
広
汎
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
地
域
社
会
構
造
の
存
在
を
前
提
と
す
れ

ば
、
家
を
基
盤
と
す
る
檀
那
寺
の
分
析
と
と
も
に
、
郷
村
結
合
を
基
盤
と
し
た
郷
鎮
守
に
お
け
る
神
宮
寺
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
よ

う
な
身
分
的
周
縁
論
に
影
響
を
受
け
た
近
世
仏
教
史
研
究
の
動
向
に
鑑
み
て
も
必
要
な
こ
と
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
近
江
国
甲
賀
郡
森
尻
村
矢
川
大
明
神
（
現
在
の
矢
川
神
社
）
の
神
宮
寺
で
あ
っ
た
天
台
宗
矢
川
寺
を

事
例
に
、
近
世
前
期
に
お
け
る
郷
雲
守
神
筥
寺
の
存
在
形
態
を
分
析
し
て
い
く
が
、
そ
の
際
の
方
法
と
し
て
、
地
域
社
会
と
神
宮
寺
と
の
関
わ

り
合
い
と
と
も
に
、
本
寺
と
神
宮
寺
と
の
本
末
関
係
も
重
視
す
る
。
身
分
的
周
縁
論
に
依
拠
し
て
多
元
的
に
宗
教
と
社
会
と
の
関
わ
り
を
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
う
と
す
る
視
角
を
念
頭
に
お
き
、
本
寺
に
よ
る
宗
教
統
制
の
あ
り
方
を
明
確
に
し
た
い
。

　
①
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
駈
近
世
編
一
～
四
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
～
一
九
　
　

（
創
文
社
、
一
九
六
二
年
目
、
同
『
真
宗
教
団
に
お
け
る
家
の
構
造
隔
（
御
茶
の
水

　
　
五
五
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
房
、
一
九
七
八
年
）
。

　
②
竹
田
聴
洲
「
近
世
寺
院
史
へ
の
視
角
」
（
『
近
世
仏
教
資
料
と
研
究
㎞
【
、
一
　
　
⑤
塚
田
孝
・
吉
田
伸
之
・
脇
田
巨
編
岡
身
分
的
周
縁
㎞
（
部
落
問
題
研
究
所
、
～

　
　
九
六
〇
年
、
再
収
竹
田
一
目
田
楽
洲
著
作
集
勧
七
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
　
　
　
　
　
九
九
四
年
）
。
身
分
的
周
縁
論
は
、
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
近
世
社
会
に

　
　
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け
る
諸
身
分
の
実
態
に
光
を
当
て
る
議
論
で
あ
り
、
高
埜
利
彦
編
『
シ
リ
ー
ズ

　
③
竹
田
聴
洲
『
竹
田
聴
洲
著
作
集
』
～
～
三
・
六
（
一
九
九
三
～
一
九
九
六
年
）
　
　
近
世
の
身
分
的
周
縁
瞼
一
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
吉
田
伸
之
編
『
身

　
所
収
の
諸
研
究
。

④
児
玉
識
岡
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
i
西
日
本
を
中
心
と
し
て
一
㎞
（
吉
川

　
弘
文
館
、
｝
九
七
六
年
）
、
同
『
近
世
真
宗
と
地
域
社
会
輪
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五

　
年
）
、
奈
倉
哲
三
『
真
宗
信
仰
の
思
想
史
的
研
究
－
越
後
蒲
原
門
徒
の
行
動
と
足

　
跡
』
（
校
倉
書
房
、
｝
九
九
〇
年
）
、
森
岡
清
美
『
真
宗
教
団
と
「
家
職
制
度
』

　
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
』
穴
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
さ
ま

　
ざ
ま
な
宗
教
者
の
存
在
形
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

⑥
澤
博
勝
『
近
世
の
宗
教
組
織
と
地
域
社
会
－
教
団
信
仰
と
民
間
信
仰
一
隔

　
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
、
引
野
黒
糖
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
地
域
神

　
職
編
成
1
「
真
宗
地
帯
扁
安
芸
を
事
例
と
し
て
i
扁
（
噸
史
学
雑
誌
馳
一
＝
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1
一
一
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑦
大
桑
斉
糊
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
撫
（
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
）
。

⑧
澤
や
、
身
分
的
周
縁
論
に
依
拠
し
て
寺
檀
関
係
の
分
析
を
行
っ
た
朴
澤
直
秀
は
、

　
竹
園
の
方
法
論
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
（
註
⑥
前
掲
澤
著
書
、
朴
澤

　
明
幕
藩
権
力
と
寺
檀
制
度
撫
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑨
　
竹
田
聴
洲
『
近
世
村
落
の
社
寺
と
神
仏
習
合
　
丹
波
山
国
郷
転
（
法
蔵
館
、
【

　
九
七
二
年
、
再
収
竹
田
『
竹
田
聴
洲
著
作
集
』
四
、
　
一
九
九
七
年
）
。
五
社
明
神

　
は
、
山
国
郷
本
郷
八
村
の
郷
鎮
守
で
あ
り
、
近
世
初
期
以
来
「
神
宮
寺
扁
と
略
称

　
さ
れ
る
寺
院
の
住
持
が
祭
爬
を
執
行
し
た
。
竹
砥
の
研
究
以
外
に
郷
鎮
守
神
宮
寺

　
に
つ
い
て
分
析
し
た
成
果
と
し
て
は
、
澤
博
勝
「
近
世
中
後
期
の
神
社
と
神
宮
寺

　
一
越
前
二
の
宮
織
田
劔
神
社
の
分
析
を
通
し
て
1
偏
（
槻
論
集
き
ん
せ
い
㎏
一

　
九
、
一
九
九
七
年
、
再
収
註
⑥
前
掲
巻
樽
轡
）
が
あ
る
。

⑩
苅
米
一
志
糊
荘
園
社
会
に
お
け
る
宗
教
構
造
臨
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
、

　
同
門
中
世
前
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
宗
教
秩
序
扁
（
噸
歴
史
学
研
究
盛
二
〇
〇
六

　
年
度
大
会
特
集
）
。
領
域
型
荘
園
と
は
、
集
落
・
耕
地
・
山
野
河
海
を
有
機
的
に

　
含
み
込
ん
だ
荘
園
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
の
領
域
的
枠
組
み
は
、
農
業
再
生

　
産
の
必
要
性
か
ら
近
世
社
会
に
も
引
き
継
が
れ
た
。

⑪
拙
稿
A
門
近
世
前
期
の
国
絵
図
・
郷
帳
と
村
」
（
槻
洛
北
史
学
』
四
、
二
〇
〇
二

　
年
）
、
同
B
「
近
世
郷
村
結
合
と
郷
鎮
守
－
近
江
国
甲
賀
郡
北
脇
村
若
宮
八
幡

　
宮
を
事
例
に
一
」
（
『
地
方
史
研
究
』
三
一
七
、
二
〇
〇
五
年
）
、
同
C
「
近
世

　
郷
村
結
合
の
展
開
と
領
主
支
配
一
摂
津
国
島
下
郡
粟
生
村
を
事
例
に
t
」

　
（
『
歴
史
評
論
無
六
九
一
、
二
〇
〇
七
年
）
。

⑫
井
上
智
勝
「
近
世
本
所
の
成
立
と
展
開
－
神
祇
管
領
長
上
吉
田
家
を
中
心
に

　
一
」
（
魍
日
本
史
研
究
晶
四
八
七
、
二
〇
〇
三
年
）
、
早
朝
千
尋
門
陰
陽
道
本
所

　
土
御
門
家
の
組
織
展
開
－
近
世
本
所
支
配
の
諸
相
一
」
（
『
日
本
史
研
究
幅
四

　
八
七
、
二
〇
〇
三
年
）
。

第
［
章
　
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
矢
川
大
明
神
と
矢
川
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
章
で
は
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
に
矢
川
寺
の
住
持
が
作
成
し
た
神
社
の
記
録
で
あ
る
「
矢
川
雑
記
」
を
中
心
に
、
中
近
世

移
行
期
に
お
け
る
矢
川
大
明
神
と
矢
川
寺
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　
　
「
矢
川
雑
記
」
は
、
由
緒
や
社
殿
・
堂
塔
、
祭
祀
組
織
の
状
況
な
ど
矢
川
大
明
神
に
関
わ
る
項
目
が
網
羅
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ

り
、
矢
川
大
明
神
の
由
緒
に
関
わ
る
項
目
に
は
、
次
の
①
～
③
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
矢
川
大
明
神
は
、
当
該
地

域
に
存
在
し
た
池
原
杣
を
所
領
と
し
た
応
神
天
皇
の
子
孫
深
川
宿
禰
が
天
皇
の
皇
磁
界
河
枝
姫
命
を
祀
っ
た
の
が
淵
源
で
あ
る
、
②
延
暦
寺
の

資
材
伐
採
の
た
め
に
池
原
杣
に
入
っ
た
最
澄
の
創
建
で
あ
る
矢
川
寺
が
別
当
と
し
て
矢
川
大
明
神
の
祭
祀
を
執
行
し
た
、
延
暦
年
間
（
七
八
二

～
八
〇
六
）
に
杣
庄
と
名
付
け
ら
れ
た
周
辺
二
〇
余
村
が
氏
子
と
し
て
社
役
を
勤
め
た
、
③
室
町
期
に
は
望
月
氏
・
鵜
飼
氏
ら
「
甲
賀
二
十
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表1 氏子22ケ村一覧

No． 村名 人向米 No． 村名 人別米

ユ 内貴村 1．75 ユ2 塩野村 2．05

2 高山村 1．54 13 杉谷村 5．89

3 三大寺村 2．85 14 虫生野村 2．59

4 牛飼村 3．65 15 市原村 1，．69

5 杣中村 2．3ユ 16 野田村 1．88

6 山上村 2．06 17 （新宮）上野樗 2．58

7 森尻村 ユ．81 18 倉治村 0．89

深川村 4．39 19 竜法師村 5．68

8

深川市場樽 2．57 野尻村 2．53

9 稗谷村 2．84

20

三所村 0．33

10 葛木村 1．83 21 柑子村 ユ．93

11 寺庄村 3．11 22 磯尾村 圭．52

※人別米の単位は石。No．8深川市場村は深川村の，

No．20三所村は野尻村の領域に含まれる。承応元年

　以降はNo．1－6が三大寺村山王権現，　No．！4－22が

　新宮上野村薪宮大明神の氏子となった。

の
費
用
を
、
こ
の
段
階
の
氏
子
で
あ
っ
た
二
二
ヶ
村
が
負
担
し
た
際
の
算
用
帳
で
あ
る
。

B
そ
れ
を
換
饗
し
た
際
の
金
額
、
C
実
際
に
村
が
差
し
出
し
た
金
額
の
合
計
と
、

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
表
1
は
氏
子
二
二
ヶ
村
の
村
名
と
人
別
米
を
一
覧
化
し
た
も
の
、

あ
る
。
表
1
・
図
1
か
ら
は
、
氏
子
二
二
ヶ
村
が
杣
川
流
域
を
中
心
に
、

か
が
え
る
。

　
正
保
段
階
の
矢
川
大
明
神
は
右
の
よ
う
な
広
大
な
領
域
を
氏
子
圏
と
し
て
い
た
。
恐
ら
く
氏
子
二
二
ヶ
村
は
中
世
段
階
に
お
け
る
池
原
杣
庄

の
地
域
的
枠
組
み
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
矢
川
大
明
神
が
池
原
杣
庄
の
荘
鎮
守
で
あ
っ
た
こ
と
が
②
の
よ
う
な
記
述
に
結
び
つ
い
た
も

家
」
の
六
三
が
柚
庄
に
多
く
居
住
し
、
矢
川
寺
も
僧
坊
が
七
宇
存

　
在
し
て
い
た
が
、
文
禄
期
の
秀
吉
に
よ
る
侍
衆
の
改
易
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

寺
領
を
没
収
さ
れ
、
堂
塔
・
社
殿
は
退
転
し
た
、
で
あ
る
。

　
　
①
～
③
の
記
述
か
ら
は
、
享
保
期
の
由
緒
と
し
て
で
は
あ
る
が
、

　
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
お
け
る
矢
川
大
明
神
の
状
況
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
か
ら
、
ま
ず
②
で
記
載
さ
れ
て
い

　
る
二
〇
意
思
と
い
う
氏
子
の
範
囲
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
矢
川
大
明
神
の
氏
子
村
々
に
つ
い
て
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帳
）
③

　
五
）
に
作
成
さ
れ
た
「
杣
廿
弐
村
算
用
状
」
と
い
う
史
料
か
ら
、

　
～
七
世
紀
前
半
段
階
で
の
氏
子
高
々
の
広
が
り
に
つ
い
て
知
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帳
）

　
と
が
で
き
る
。
「
杣
廿
弐
村
算
用
状
」
は
、
矢
川
大
明
神
で
実
施

　
さ
れ
た
雨
乞
神
事
の
返
礼
の
た
め
に
矢
川
寺
の
鐘
を
鋳
替
え
た
際

　
　
　
　
　
　
記
載
内
容
は
、
A
村
ご
と
に
負
担
す
る
人
別
米
と
、

　
　
　
B
と
C
を
差
し
引
き
し
た
上
で
の
過
上
・
未
進
の
金
額
が
書

　
　
　
　
　
　
図
1
は
二
二
ヶ
村
の
位
置
関
係
を
図
示
し
た
も
の
で

野
洲
川
南
岸
か
ら
伊
賀
国
境
ま
で
の
領
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
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近世前期郷鎮守における神宮寺と本末関係の形成（藤閉）

　

　　　　M　　　　　　　　　　　　O　lkm　　　　　　　　　　　　一　　　　　図1　矢Jll大明神氏子22ヶ村
本図は，明治33年（1900）に陸軍参謀本部陸地測量部から発行された5万分の1地形図「水

口」を利用したものである。
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の
と
想
定
で
き
る
。

　
正
保
期
に
お
け
る
氏
子
二
二
ヶ
村
は
、
一
七
世
紀
後
半
に
至
り
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
裂
す
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
「
矢
川
雑
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
は
「
矢
川
廿
余
響
は
…
…
五
拾
余
年
前
鐘
鋳
の
事
に
よ
り
て
九
ヶ
罫
引
分
れ
た
り
、
故
に
后
六
ヶ
村
も
別
れ
た
り
」
、
明
治
四
年
（
一
八
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
）
に
作
成
さ
れ
た
「
近
江
国
甲
賀
郡
式
内
矢
川
神
社
由
緒
」
に
は
「
承
応
元
壬
辰
年
、
新
宮
社
附
九
ヶ
村
・
三
大
運
回
附
下
六
ヶ
村
と
杣
竹

皮
村
之
内
引
別
た
り
」
と
あ
り
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
矢
川
寺
の
鐘
の
鋳
造
を
め
ぐ
っ
て
争
論
が
発
生
し
、
矢
川
大
明
神
の
氏
子
七
ヶ

村
と
「
新
宮
社
附
九
ヶ
村
」
「
三
大
寺
社
附
下
六
ヶ
村
」
に
分
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
森
尻
村
で
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
た
～
年
間
の
祭
祀
を
書
き
上
げ
た
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
「
森
尻
村
祭
礼
書
上
」
に
、
四
月
初
申
日
に
行
わ
れ
る
矢
川
大
明
神
の
祭
礼

に
参
加
し
た
氏
子
村
肝
が
杉
谷
村
・
塩
野
村
・
深
川
村
・
寺
庄
村
・
葛
木
村
・
稗
谷
村
・
森
尻
村
の
七
ヶ
村
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
妥
当

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
矢
川
大
明
神
の
氏
子
は
ニ
ニ
ヶ
村
か
ら
七
ヶ
村
へ
と
分
裂
縮
小
し
、
分
離
し
た
一
五
ヶ
村
は
、
九
ヶ
村
が
新
宮
上
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

村
の
新
宮
大
明
神
（
現
在
の
新
宮
神
社
）
、
六
ヶ
村
が
三
大
寺
村
の
山
王
権
現
（
現
在
の
日
吉
神
社
）
の
氏
子
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
分
裂
後
の
氏
子
七
ヶ
村
は
、
矢
川
大
明
神
最
大
の
神
事
で
あ
る
四
月
祭
礼
や
聖
業
時
に
実
施
さ
れ
る
雨
乞
祭
礼
に
参
加
す
る
の
と
同
時
に
、

社
殿
堂
塔
を
維
持
す
る
た
め
の
財
政
負
損
を
し
、
矢
川
大
明
神
の
運
営
を
支
え
続
け
た
。
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
本
地
堂
修
理
の
た
め

に
書
物
の
余
資
一
四
貫
文
を
修
理
料
と
し
、
氏
子
七
ヶ
村
が
二
貫
文
ず
つ
を
預
か
り
、
毎
年
利
足
二
〇
〇
文
ず
つ
を
修
復
要
脚
と
す
る
旨
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
決
め
た
証
文
を
作
成
し
て
お
り
、
「
矢
川
雑
記
」
に
も
七
ヶ
村
に
よ
る
矢
川
大
明
神
へ
め
奉
加
の
記
事
が
頻
出
し
て
い
る
。

　
次
に
、
戦
国
期
以
前
に
は
別
当
と
し
て
社
務
を
執
行
し
た
と
さ
れ
る
矢
川
寺
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
戦
国
期
か
ら
享
保
期
ま
で
の
矢
川
寺

の
沿
革
に
つ
い
て
「
矢
川
雑
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
天
正
・
文
禄
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
六
）
に
七
宇

の
憎
坊
は
清
浄
院
を
残
し
て
全
て
退
転
し
、
寺
領
は
没
収
さ
れ
た
、
②
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
～
五
）
に
住
持
と
な
っ
た
円
盛
が
社
殿
・

堂
塔
の
再
興
を
進
め
た
、
③
円
盛
の
弟
子
長
竿
が
更
な
る
堂
社
の
復
興
を
行
い
、
多
く
の
弟
子
を
養
成
し
た
、
そ
れ
ら
の
弟
子
は
稗
谷
村
安
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

寺
・
寺
庄
村
八
王
寺
な
ど
の
周
辺
村
落
の
寺
院
の
住
持
と
な
っ
た
、
で
あ
る
。
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近世前期郷鎮守における神宮寺と本宋関係の形成（藤田）

　　　　　　　　表2　矢J［［社所縁の寺社と行事内容

村名 寺社名 行事の内容

正福寺 正月18日祈祷

気多大明神

長岡天皇社 正月11日大般若経転読

杉谷村 金蔵寺 正月工5日オコナイ

八王子権現 正月8日仁王会

天神社

妙見社 正月12日仁王会，2月朔日大般若経転読

天神社 正月7日仁王会

塩野村 阿弥陀堂（円満寺） 正月15日オコナイ

土工寺

浄福寺 正月8日牛王オコナイ，同18日オコナイ

山王権現 正月9日仁王会

冨士権現

深川村 八幡宮

地蔵堂

薬師堂（浄土寺） 正月5日牛王オコナイ，同15日オコナイ

牛頭天王社

釈迦堂（安楽寺） 正月6日牛王オコナイ，同13日オコナイ

葛木村 天神社
正月10日・5月10闘仁王会，正月25B・
T月25B大般若経転読

山之神 正月3日祭り

天王社 6月7日大般若経転読

地蔵堂
森尻村

畜士山

庚申山

※稗谷村・寺庄村については寺社名・行事名の記述はないが，「稗

　谷・寺庄の堂社共に所縁たる事勿論なり」とある。

宗
門
改
を
行
う
檀
那

寺
で
は
な
く
、
祈
薦

系
の
仏
事
を
実
施
す

る
寺
院
で
あ
る
こ
と

か
ら
祈
禧
寺
と
呼
ぶ

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

表
2
の
寺
社
で
行
わ

れ
る
祭
祀
に
つ
い
て

は
、
「
堂
合
五
ヶ
村

に
九
ヶ
所
、
皆
紅
臨

時
の
供
養
、
恒
例
の

仏
事
を
勤
む
、
社
合

五
ヶ
村
に
十
五
ヶ
所
、

年
中
の
祈
雨
嘉
例
の

　
③
に
は
、
円
内
の
弟
子
が
住
持
に
な
る
形
で
矢
川
寺
と
周
辺
寺
院
と
の
結
び
つ
き
が
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
矢
川
雑
記
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

享
保
段
階
で
の
氏
子
滴
々
に
所
在
す
る
寺
院
や
鎮
守
と
矢
川
寺
と
の
関
係
を
列
挙
し
た
「
所
縁
堂
社
之
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
両
者
の
関

係
の
具
体
的
な
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
所
縁
二
選
忌
事
」
の
記
載
内
容
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。

　
表
2
に
は
杉
谷
村
・
塩
野
村
・
深
川
村
・
葛
木
村
・
森
尻
村
の
五
ヶ
村
の
寺
院
と
鎮
守
で
営
ま
れ
る
祭
祀
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
院
は
、
基
本
的
に
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マ
マ
　

神
事
を
勤
む
」
と
さ
れ
て
お
り
、
全
て
矢
川
寺
の
住
持
が
関
与
し
て
い
た
。
さ
ら
に
「
所
縁
堂
社
爆
撃
」
に
は
、
「
夫
当
山
は
杣
住
僧
の
初
山

に
し
て
惣
領
せ
る
と
見
へ
た
り
…
…
百
年
已
前
杣
の
寺
僧
多
ク
退
転
し
て
、
後
真
言
宗
居
れ
る
も
あ
り
、
帯
妻
せ
る
も
あ
り
、
又
ハ
無
住
と

な
れ
る
あ
り
、
然
る
を
当
年
中
興
二
よ
り
し
て
お
ほ
く
本
に
復
せ
り
」
と
あ
り
、
表
2
に
掲
げ
た
寺
院
を
含
め
、
杣
庄
全
体
の
廿
里
寺
が
矢

川
寺
に
従
属
す
る
関
係
が
戦
国
期
に
存
在
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
戦
国
期
の
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
右
の
記
述
に
つ
い
て
は
確
証
を

得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
矢
川
大
明
神
の
氏
子
が
正
保
期
に
は
二
二
ヶ
村
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
勘
案
し
て
も
、
事
実
に
近

い
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
戦
国
末
期
の
甲
賀
郡
は
、
郡
内
に
居
住
す
る
侍
衆
が
甲
賀
郡
中
惣
と
呼
ば
れ
る
連
合
体
を
形
成
し
て
支
配
を
行
っ
て
い
た
が
、
「
甲
賀
ゆ

れ
」
と
称
さ
れ
た
天
正
一
三
年
目
一
五
八
五
）
の
羽
柴
秀
吉
に
よ
る
侍
衆
の
改
易
処
分
と
、
中
村
一
等
の
水
口
岡
山
城
入
部
に
よ
っ
て
戦
国
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
地
域
構
造
は
大
き
な
転
換
を
遂
げ
た
。
「
矢
川
雑
記
」
の
「
氏
子
至
悪
」
と
い
う
項
目
に
は
、
戦
国
期
矢
川
大
明
神
の
氏
子
村
々
を
輝
輝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

望
月
氏
が
支
配
し
て
い
た
と
の
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
甲
賀
郡
内
に
存
在
す
る
郷
鎮
守
で
あ
る
北
脇
村
若
宮
八
幡
宮
（
現
在
の
柏
木
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

社
）
に
お
い
て
、
そ
の
氏
子
圏
を
支
配
領
域
と
し
て
い
た
侍
衆
の
山
中
氏
・
美
濃
部
氏
・
伴
氏
が
宮
座
を
形
成
し
て
い
た
よ
う
に
、
中
世
後

期
に
お
け
る
矢
川
大
明
神
の
運
営
に
も
侍
衆
の
関
与
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
寺
領
を
持
つ
別
当
と
し
て
の
矢
川
寺
や
侍
衆

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
矢
川
大
明
神
の
中
世
的
な
存
立
構
造
は
「
甲
賀
ゆ
れ
」
に
伴
い
解
体
し
た
の
で
あ
り
、
再
興
さ
れ
た
矢
川
寺
の

住
持
は
、
無
住
と
な
っ
た
黒
土
寺
に
自
ら
の
弟
子
を
送
り
込
み
、
氏
子
遅
々
で
の
祭
祀
を
担
う
こ
と
で
、
氏
子
七
ヶ
村
と
の
問
に
中
世
段
階

の
存
立
構
造
を
再
編
成
し
た
新
た
な
関
係
を
取
り
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
近
世
以
降
の
矢
川
寺
は
、
矢
川
大
明
神
の
祭
祀
の
面
で
は
、
四
月
祭
礼
に
お
い
て
氏
子
野
々
も
参
加
す
る
会
合
の
座
次
で
上
座
を
占
め
る

　
　
　
⑰

と
と
も
に
、
大
般
若
経
転
読
を
執
行
す
る
な
ど
中
心
的
な
位
置
を
保
ち
続
け
た
が
、
財
政
面
で
は
社
殿
・
堂
塔
を
維
持
す
る
た
め
に
先
に
見

た
よ
う
な
氏
子
の
奉
加
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
祈
恭
謙
や
鎮
守
で
の
祭
祀
を
媒
介
と
し
た
氏
子
七
ヶ
村
と
の
関
係
は
、
矢
川
寺

が
主
導
的
な
立
場
で
矢
川
大
明
神
の
経
営
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
必
須
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

76　（874）



近世前期郷鎮守における神宮寺と本末閲係の形成（藤田）

①
　
　
門
矢
川
雑
記
」
は
、
年
未
詳
門
矢
川
雑
記
巻
一
一
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
七
）
、

　
享
保
八
年
（
一
七
｝
一
三
）
「
矢
川
雑
記
巻
二
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
八
）
、
年
未

　
詳
「
矢
規
雑
記
巻
三
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
九
）
、
年
未
詳
「
矢
川
社
寺
雑
録
第

　
一
」
（
矢
川
神
社
文
誉
三
〇
〇
）
、
年
未
詳
「
矢
川
雑
記
第
二
二
」
（
矢
川
神
社
文

　
書
三
〇
一
）
、
年
未
詳
「
矢
川
社
雑
記
下
」
（
矢
川
神
社
文
書
三
〇
二
）
、
年
未
詳

　
「
矢
川
雑
記
第
三
単
二
井
第
五
」
（
矢
川
神
社
文
書
三
〇
三
）
の
七
冊
が
現
存
す

　
る
。
矢
川
神
社
文
書
に
つ
い
て
は
、
『
矢
川
神
社
文
書
調
査
報
告
書
下
（
甲
賀
市
、

　
二
〇
〇
五
年
）
に
目
録
と
主
要
な
史
料
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
矢
川
雑

　
記
」
の
成
立
年
代
を
享
保
年
間
と
す
る
根
拠
は
、
明
矢
川
神
社
文
書
調
査
報
告

　
書
臨
の
「
解
説
扁
参
照
。

②
享
保
八
年
門
矢
川
雑
記
単
二
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
八
）
、
年
未
詳
門
矢
川
社

　
雑
記
下
」
（
矢
川
神
社
文
轡
三
〇
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帳
）

③
正
保
二
年
八
月
二
三
日
「
杣
廿
弐
村
算
用
状
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
）
。

④
享
保
八
年
「
矢
川
雑
記
昇
圧
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
八
）
。

⑤
明
治
四
年
一
〇
月
二
〇
B
「
近
江
国
甲
賀
郡
式
内
矢
川
神
社
由
緒
」
（
矢
川
神

　
裏
文
書
三
〇
五
）
。

⑥
万
治
三
年
六
月
「
森
尻
村
祭
礼
塁
上
」
（
矢
川
神
社
文
書
六
三
）
。

⑦
氏
子
村
々
の
分
裂
状
況
に
つ
い
て
は
、
『
甲
賀
郡
志
徳
下
（
甲
賀
郡
教
育
会
、

　
一
九
二
六
年
）
六
五
七
頁
に
、
「
承
応
年
中
杣
荘
内
一
統
熟
談
の
上
往
古
よ
り
の

　
氏
子
描
眉
二
十
二
ヶ
村
の
内
新
宮
社
附
九
ヶ
村
（
新
富
、
倉
治
、
竜
法
師
、
磯
尾
、

　
柑
子
、
市
原
、
野
田
、
野
尻
、
虫
生
野
）
三
大
寺
社
附
六
ヶ
村
（
三
大
寺
、
牛
飼
、

　
柚
中
、
山
上
、
高
山
、
内
貴
）
都
合
十
五
ヶ
村
引
別
れ
」
と
あ
る
。

⑧
元
文
二
年
四
月
一
六
日
門
預
り
申
祠
堂
銀
之
事
偏
（
矢
川
神
社
文
書
～
八
八
）
。

⑨
年
未
詳
「
矢
川
雑
記
建
蔽
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
九
）
に
は
、
七
ヶ
村
が
施

　
主
と
な
っ
た
作
事
の
記
事
と
し
て
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
二
宮
修
理
、
同

　
九
年
（
一
六
六
九
）
の
～
宮
修
理
、
同
一
一
年
（
一
六
七
一
）
の
石
そ
り
橋
造
立
、

　
貞
享
三
年
（
～
六
八
六
）
の
鳥
居
立
、
同
五
年
（
一
六
八
八
）
の
二
宮
草
葺
、
元

　
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
神
輿
庫
立
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
年
未
詳
「
矢
川
雑
記
巻
こ
（
矢
虫
神
社
文
書
二
九
七
）
、
享
保
八
年
「
矢
川
雑

　
記
巻
二
二
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
八
）
。

⑪
年
未
詳
門
矢
川
雑
記
巻
二
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
七
）
。

⑫
甲
賀
侍
衆
に
関
す
る
論
考
に
つ
い
て
は
、
宮
島
敬
一
魍
戦
国
期
社
会
の
形
成
と

　
展
開
－
浅
井
・
六
角
氏
と
地
域
社
会
1
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）

　
九
七
・
九
八
頁
参
照
。

⑬
近
世
初
頭
に
お
け
る
当
該
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
恒
一
「
近
世
初
期

　
の
村
落
間
争
論
と
地
域
秩
序
－
近
江
国
甲
賀
郡
を
事
例
と
し
て
一
」
（
隅
歴
史

　
科
学
睡
～
五
二
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

⑭
年
未
詳
「
矢
川
雑
記
巻
二
」
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
八
）
に
は
、
戦
国
期
に
お

臨
監
蝉
講
響
鍵
醜
騨
騰
嶽
響
麟
塞

　
よ
う
な
、
望
月
氏
の
支
配
が
氏
子
村
々
に
及
ん
で
い
た
と
す
る
記
載
が
あ
る
。

⑮
若
宮
八
幡
宮
は
、
近
世
初
期
の
矢
川
大
明
神
氏
子
二
二
ヶ
村
の
北
部
に
隣
接
す

　
る
氏
子
圏
を
持
っ
て
い
た
。
若
宮
八
幡
富
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に

　
註
⑪
前
掲
拙
稿
B
参
照
。

⑯
山
中
氏
・
美
濃
部
氏
・
伴
氏
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
村
田
修
三
「
用
水
支

　
配
と
小
領
主
連
合
」
（
魍
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
六
、
　
九
七
三

　
年
）
参
照
。

⑰
年
未
詳
門
川
用
雑
記
巻
こ
（
矢
川
神
社
文
書
二
九
七
）
に
は
、
四
月
祭
礼
の

　
前
日
に
行
わ
れ
る
酒
宴
の
座
次
と
し
て
「
中
社
僧
、
左
座
杉
谷
・
深
川
・
葛
木
・

　
森
尻
、
右
座
塩
野
・
寺
庄
・
稗
谷
村
」
と
あ
る
。
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第
二
章
　
祈
薦
寺
で
の
オ
コ
ナ
イ
争
論
と
矢
川
寺

　
前
章
で
掲
げ
た
表
2
か
ら
は
、
祈
禧
寺
に
お
い
て
オ
コ
ナ
イ
と
称
す
る
祭
祀
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
本
章
で
は
、
近
世

中
期
の
事
例
に
な
る
が
、
こ
の
オ
コ
ナ
イ
を
め
ぐ
っ
て
氏
子
村
落
内
部
で
展
開
さ
れ
た
争
論
か
ら
、
前
章
で
見
た
矢
川
寺
と
氏
子
七
ヶ
村
と
の

関
係
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
分
析
し
た
い
。

　
オ
コ
ナ
イ
は
、
近
畿
地
方
に
お
い
て
現
在
で
も
見
ら
れ
る
農
村
の
年
頭
行
事
で
あ
る
。
延
暦
寺
や
南
都
の
旧
仏
教
寺
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

修
正
会
・
修
二
会
を
原
型
と
し
、
そ
れ
ら
の
行
事
が
地
方
寺
社
を
媒
介
と
し
て
地
域
社
会
へ
伝
播
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
オ
コ
ナ
イ
は
、

近
畿
地
方
で
も
特
に
滋
賀
県
の
湖
北
・
甲
賀
地
域
に
稠
密
に
残
存
し
て
お
り
、
民
俗
学
の
分
野
で
進
め
ら
れ
て
き
た
オ
コ
ナ
イ
の
研
究
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
域
を
主
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
。
甲
賀
郡
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
型
的
事
例
と
目
さ
れ
る
市
原
村
区
会
寺
の
オ
コ
ナ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
関
す
る
橋
本
鉄
男
・
中
澤
成
晃
の
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
両
者
は
、
オ
コ
ナ
イ
は
男
性
の
み
が
参
加
で
き
る
行
事
で
あ
る
こ
と
、
オ
コ
ナ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
や
　
　
　
　
　
　
さ
と
う
　
　
ち
ゅ
う
と
う
　
　
う
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
と
う

の
前
日
に
荘
厳
す
る
供
物
を
調
進
す
る
役
で
あ
る
頭
屋
の
う
ち
叩
頭
・
中
頭
・
受
頭
は
男
性
が
、
酒
頭
は
女
性
が
勤
め
る
こ
と
、
左
頭
・
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
も
り

頭
・
右
頭
を
終
え
た
者
が
オ
コ
ナ
イ
な
ど
の
年
中
行
事
の
司
祭
役
で
あ
る
頼
守
と
な
り
、
さ
ら
に
頼
守
経
験
者
に
よ
っ
て
長
老
衆
が
形
成
さ
れ

座
次
の
上
位
を
占
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
に
、
右
の
よ
う
な
オ
コ
ナ
イ
の
現
況
を
前
提
と
し
て
、
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
に

深
川
村
浄
土
寺
で
発
生
し
た
オ
コ
ナ
イ
に
関
わ
る
争
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
本
争
論
は
、
同
年
二
月
に
深
川
村
が
京
都
町
奉
行
所
に
次
の

　
　
　
　
④

よ
う
な
訴
状
を
差
し
出
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
史
料
1
）

　
　
…
元
来
深
川
村
地
下
人
と
申
ハ
深
川
村
根
元
之
者
二
而
御
座
候
、
脇
衆
と
申
ハ
其
後
段
々
入
組
之
者
二
丈
候
御
座
候
、
只
今
深
川
村
二
お
み
て
家
数
百
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ヒ
く
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ヘ
　
　
ミ
　
　
ミ

　
　
　
　
　
之
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
）

　
　
　
軒
余
程
も
御
座
工
費
七
十
軒
余
型
深
川
村
根
元
之
地
下
人
、
相
諸
所
ハ
深
川
村
薫
製
衆
、
又
深
川
市
場
□
之
脇
衆
と
申
ハ
格
別
之
者
浅
紅
新
キ
処
二

　
　
　
　
　
≧
　
　
　
　
　
ミ
　
　
≒
　
　
≧
　
　
セ
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
、
、
　
　
≒

　
　
　
而
御
座
候
、
深
川
村
根
元
地
下
人
と
申
子
畳
叩
、
氏
神
八
幡
宮
修
理
は
そ
ん
出
仕
相
勤
申
候
、
氏
仏
浄
福
寺
・
観
音
堂
寺
共
右
脚
薫
辛
御
座
候
、
同
氏
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仏
薬
師
其
外
辻
堂
・
小
宮
迄
此
地
下
人
6
年
行
事
ヲ
付
世
話
仕
、
年
内
ニ
ハ
度
々
地
下
人
翠
蔓
出
仕
勤
申
候
、
碧
羅
大
社
七
ヶ
村
之
惣
社
矢
川
神
社
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撮
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
往
古
合

　
　
　
内
修
理
は
そ
ん
・
祭
礼
○
諸
事
不
残
此
地
下
人
と
し
て
出
仕
勤
来
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
≧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≒
　
　
ミ

　
　
一
深
川
村
氏
仏
浄
土
寺
ハ
、
往
古
6
天
台
宗
森
尻
村
矢
川
寺
末
寺
二
而
、
例
年
正
月
十
五
日
地
下
人
方
・
脇
衆
星
と
申
分
り
行
勤
来
候
、
地
下
人
方
ハ
左

　
　
　
頭
・
中
頭
・
右
記
と
申
、
一
代
壱
入
二
三
度
ツ
・
勤
来
申
候
、
脇
衆
方
灘
酒
頭
と
申
、
一
代
壱
人
二
一
度
ツ
・
相
勤
申
候
、
然
ル
単
二
、
深
川
市
場
三

　
　
　
右
衛
門
と
申
者
酒
頭
二
而
今
年
之
勤
番
二
候
所
、
市
場
之
庄
や
年
寄
6
右
三
右
衛
門
氏
譜
ヲ
相
押
へ
、
異
物
二
士
右
庄
や
年
寄
方
へ
引
取
、
其
上
時
節
柄

　
　
　
困
窮
之
由
断
杯
と
申
立
勤
さ
せ
不
申
、
当
正
月
之
行
イ
相
止
候
段
迷
惑
至
極
二
奉
存
候
御
事

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
右
市
場
と
申
ハ
磁
器
川
村
之
敷
地
二
言
、
蛍
池
領
分
内
藤
十
次
郎
様
・
美
濃
部
八
郎
右
衛
門
様
と
分
有
之
候
へ
共
、
右
水
帳
ハ
壱
冊
二
而
深
川
村
二
所
持

　
　
　
仕
罷
在
候
、
元
来
市
場
と
骨
筆
諸
方
6
寄
り
集
り
候
者
二
而
、
浄
土
寺
勤
役
ハ
敷
地
二
居
候
故
、
課
役
ハ
相
勤
さ
せ
来
申
候
御
事

　
　
　
（
後
略
）

史
料
1
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
元
来
深
川
村
に
は
、
「
根
元
聖
者
」
（
草
分
け
百
姓
）
で
あ
る
地
下
人

と
、
後
か
ら
移
り
住
ん
だ
脇
衆
と
い
う
二
つ
の
集
団
が
存
在
す
る
、
地
下
人
は
八
幡
宮
と
浄
福
寺
・
観
音
堂
の
修
理
を
勤
め
、
薬
師
堂
（
浄
土

寺
）
の
他
に
辻
堂
・
小
宮
に
至
る
ま
で
地
下
人
よ
り
年
行
事
を
付
け
て
世
話
を
し
て
お
り
、
一
年
の
間
に
度
々
地
下
人
が
残
ら
ず
出
仕
し
て
勤

め
を
し
て
い
る
、
矢
川
大
明
神
の
破
損
修
理
・
祭
礼
出
仕
も
地
下
人
の
み
が
勤
め
て
き
た
、
②
痛
恨
浄
土
寺
は
、
往
古
よ
り
矢
川
寺
の
末
寺
で

あ
っ
て
、
正
月
一
五
日
に
地
下
人
方
・
脇
衆
方
と
分
か
れ
て
オ
コ
ナ
イ
を
勤
め
て
き
た
、
地
下
人
方
は
左
頭
・
中
頭
・
右
頭
を
一
代
に
三
度
ず

つ
勤
め
、
脇
撃
方
は
酒
頭
を
一
代
に
一
度
ず
つ
勤
め
て
き
た
、
し
か
し
、
深
川
市
場
村
の
三
右
衛
門
が
今
年
酒
頭
の
勤
番
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
深
川
市
場
村
の
庄
屋
年
寄
は
三
右
衛
門
の
鍵
盤
出
仕
を
押
さ
え
、
軸
物
を
庄
屋
年
寄
方
へ
引
き
取
り
オ
コ
ナ
イ
を
勤
め
さ
せ
な
い
、
③

深
川
帯
場
村
は
深
川
村
の
領
域
内
に
存
在
し
、
村
人
は
新
た
に
諸
方
か
ら
移
住
し
た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、
彼
ら
に
対
し
て
の
浄

土
寺
の
勤
役
は
、
深
川
村
の
領
域
に
居
住
し
て
い
る
の
で
勤
め
さ
せ
て
き
た
、
で
あ
る
。
こ
の
争
論
の
背
景
に
は
、
「
格
別
新
キ
」
脇
衆
で
構
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成
さ
れ
て
い
た
深
川
市
場
村
の
村
人
に
よ
る
、
，
「
根
元
導
者
」
の
地
下
人
が
居
住
す
る
深
川
村
主
導
で
オ
コ
ナ
イ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て

の
反
発
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
敢
え
ず
、
オ
コ
ナ
イ
が
地
下
人
と
脇
衆
と
い
う
村
落
内
の
身
分
差
を
確
認
す
る
た

め
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
天
明
八
年
（
～
七
八
入
）
に
は
、
塩
野
村
円
満
寺
の
オ
コ
ナ
イ
に
お
い
て
地
下
方
と
平
方
と
の
座
組
を
め
ぐ
っ
て
の
争
論
が
発
生
し
て
い
る
。

円
満
寺
オ
コ
ナ
イ
に
お
け
る
地
下
方
・
平
方
は
、
浄
土
寺
オ
コ
ナ
イ
に
お
け
る
地
下
人
・
脇
衆
と
同
様
の
村
落
内
身
分
と
思
わ
れ
る
。
本
争
論

の
発
端
は
座
次
の
不
服
か
ら
平
方
が
オ
コ
ナ
イ
を
勤
め
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
脇
衆
が
蟹
江
の
勤
番
を
君
王
し
た
浄
土
寺
オ
コ
ナ
イ
争
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

同
じ
図
式
で
争
わ
れ
た
。
同
年
正
月
一
二
日
に
本
争
論
は
内
済
と
な
り
、
地
下
方
・
平
方
双
方
に
よ
る
五
ヶ
条
の
「
為
取
替
一
札
」
が
作
成
さ

れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
第
一
条
で
「
今
般
矢
川
寺
御
取
扱
二
付
」
と
あ
り
、
矢
川
寺
住
持
が
本
争
論
の
調
停
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
調
停
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
で
「
当
日
座
席
之
儀
者
地
下
人
左
右
江
直
な
ら
び
、
平
方
中
座
江
相
な
ら
び
、
尤
別
紙
絵
図
之
通
双

方
共
二
二
無
礼
無
之
様
こ
い
た
し
可
申
事
」
、
す
な
わ
ち
堂
上
で
は
左
右
に
地
下
方
、
中
央
に
平
方
が
座
る
と
さ
れ
、
第
五
条
で
は
「
盃
之
儀

立
ち
や
う
し
弐
ツ
ニ
而
別
当
・
た
な
も
り
謡
初
、
左
右
頭
・
中
座
順
々
相
廻
し
可
申
候
」
と
あ
り
、
酒
盛
に
つ
い
て
は
矢
川
寺
住
持
↓
智
慧
↓

地
下
方
の
頭
屋
↓
平
方
の
順
番
で
盃
を
廻
す
と
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
矢
川
寺
住
持
を
中
心
に
オ
コ
ナ
イ
が
執
行
さ
れ
、
地
下

方
が
平
方
を
下
位
に
置
く
と
い
う
従
来
型
の
儀
式
形
態
を
維
持
す
る
形
で
の
内
済
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
矢
川
寺
が
、
塩
野
村
円
満
器
品
コ
ナ
イ
争
論
を
調
停
し
得
た
の
は
、
氏
子
正
々
が
参
加
す
る
矢
川
大
明
神
の
祭
祀
を
中
心
的
に
執
行
す
る
当

該
地
域
に
お
け
る
宗
教
的
権
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
深
川
村
浄
土
寺
オ
コ
ナ
イ
争
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
お
い
て
深
川
村
庄
屋
・
地
下
人
惣
代
が
史
料
！
へ
の
添
状
の
発
給
を
矢
川
寺
に
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
幕
府
の
本
末
統

制
政
策
に
よ
っ
て
氏
子
下
々
の
祈
薦
寺
が
矢
川
寺
を
申
本
寺
と
す
る
本
末
関
係
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
も
要
因
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
近
世
前
期
に
お
け
る
幕
府
寺
院
行
政
を
分
析
し
た
出
田
善
雄
は
、
従
来
の
研
究
で
本
末
関
係
形
成
の
画
期
と
さ
れ
て
い
た
寛
永
期
の
「
本
末
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改
め
」
が
、
将
軍
家
光
代
替
わ
り
の
寺
社
朱
印
状
交
付
に
伴
う
寺
領
の
確
定
事
業
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
「
本
末
改
め
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、

幕
府
が
各
寺
院
の
宗
旨
と
本
末
関
係
の
掌
握
を
積
極
的
に
進
め
た
の
は
元
禄
期
で
あ
り
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
は
幕
府
が
そ
の
支
配
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

轄
に
限
っ
て
寺
院
改
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
年
九
月
に
作
成
さ
れ
た
次
の
史
料
2
か
ら
、
矢
川
寺
は
元
禄
五
年
の
寺
院
改

・
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
（
史
料
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
御
改
之
覚

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
天
台
宗
淋
瀞
山
門
惣
持
坊

　
　
　
｝
右
（
矢
川
大
明
神
、
筆
者
註
）
境
内
之
内
　
　
日
吉
山
矢
川
寺

　
　
　
嶺
寺
之
硫
、
往
古
6
矢
川
大
明
神
之
別
当
二
而
御
座
候
、
開
基
者
知
不
申
候

　
　
　
　
　
矢
川
寺
末
寺
井
兼
帯
之
毒
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
寺
同
郡
深
川
村

　
　
　
｝
境
内
除
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
福
寺
（
印
）

　
　
　
当
寺
之
儀
、
聞
基
建
立
知
不
申
候

　
　
　
（
塩
野
村
滝
坂
寺
・
同
村
天
神
社
・
同
村
円
満
寺
・
葛
木
村
天
神
社
・
同
村
釈
迦
堂
の
記
載
省
略
）

　
　
　
　
右
今
度
京
都
御
改
国
郡
之
内
、
此
外
末
寺
兼
帯
之
神
社
仏
閣
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
川
寺

　
　
　
　
　
元
禄
五
年
申
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
浄
院
（
印
）

　
　
　
　
　
御
執
行
代
様

　
　
　
山
門
　
惣
持
坊
様

　
　
　
　
　
密
厳
院
様

　
史
料
2
で
は
、
京
都
町
奉
行
所
か
ら
の
指
示
を
受
け
、
延
暦
寺
三
執
行
代
．
延
暦
寺
東
塔
北
谷
の
僧
坊
で
あ
る
惣
鼠
坊
．
滋
賀
院
留
守
居
密

厳
院
に
対
し
て
矢
川
寺
が
届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
矢
川
寺
の
末
寺
と
し
て
深
川
村
浄
福
寺
・
塩
野
村
滝
坂
寺
・
同
村
円
満
寺
・
葛
木
村
釈
迦
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表3　氏子7ヶ村に所在する檀那寺

No 村名 寺名 本寺

1 深川村 長徳寺 浄厳院

2 稗谷村 恵心寺 浄厳院

3 葛木村 西光寺 浄厳院

4 毒庄村 無二寺 浄厳院

5 専庄村 東福寺 称名寺

6 寺庄村’ 観音寺 称名寺

7 寺庄村 元竜寺 称名寺

8 堰野村 長楽寺 大徳寺

9 杉谷村 金蔵寺 大徳寺

10 杉谷村 勢田寺 大徳奪

1ユ 杉谷村 松安専 勢田寺

※本寺の所在地は，浄厳院

　は蒲生郡慈恩寺村，称名

　毒は甲賀郡滝村，大徳春

　は同郡水口宿。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

江
国
延
暦
寺
末
寺
天
台
宗
寺
社
首
帳
」
に
も
浄
土
寺
の
記
載
は
無
い
こ
と
か
ら
、

ま
で
に
矢
川
寺
の
末
寺
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
氏
子
翼
々
の
藁
薦
寺
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
オ
コ
ナ
イ
は
、
村
落
内
身
分
の
確
認
と
い
う
村
落
運
営
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
祭
祀
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
た
。
そ
の
よ
う
な
オ
コ
ナ
イ
の
あ
り
方
は
、
浄
土
寺
オ
コ
ナ
イ
の
頭
屋
を
書
き
上
げ
た
「
浄
土
寺
黒
頭
之
事
」
が
、
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六

七
）
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
ほ
ぼ
連
年
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
期
に
ま
で
遡
及
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
近
世
前
期
に
氏
子
村
々
の
祭
祀
を
掌
握
し
た
矢
川
寺
は
、
宗
教
的
権
力
と
し
て
オ
コ
ナ
イ
に
関
与
す
る
こ
と
で
氏
子
村
々
の
村
落
運
営
に

影
響
力
を
及
ぼ
し
得
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
元
禄
期
に
氏
子
村
々
の
皆
無
寺
と
矢
川
寺
が
本
末
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
制
度
的
に
担
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
氏
子
村
々
に
は
、
村
落
祭
祀
の
場
で
あ
る
祈
蒋
寺
と
は
別
に
、
宗
門
改
を
行
う
檀
那
寺
が
存
在
し
た
。
甲
賀
郡
内
の
檀
那
寺
は
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
浄
土
宗
で
あ
り
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
作
成
さ
れ
た
「
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
か
ら
、
氏
子
村
々
に
お
け
る
浄
土
宗
の
檀
那
寺
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
一
覧
化
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
起
立
年
は
不
詳
で
あ
る
が
、
近
世
村
落
の
胎
動
と
同
時
期
に

堂
（
安
楽
寺
）
の
四
ヶ
寺
と
末
社
と
し
て
塩
野
村
天
神
社
・
葛
木
村

天
神
社
の
二
社
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
末
寺
が
訴
訟

を
起
こ
す
場
合
、
制
度
上
中
本
寺
で
あ
る
矢
川
寺
に
対
し
て
訴
状
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
氏
子
並
々
の
祈
禧
寺
を
矢
川
寿
は
末
寺
に

組
み
込
ん
だ
こ
と
で
、
右
に
示
し
た
二
件
の
オ
コ
ナ
イ
争
論
の
如
き

末
寺
で
発
生
し
た
争
論
に
介
入
で
き
る
権
限
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
な
お
、
史
料
2
に
は
深
川
村
浄
土
寺
が
末
寺
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
元
禄
五
年
に
本
寺
側
が
作
成
し
た
末
寺
帳
で
あ
る
「
近

　
　
　
浄
土
寺
は
元
禄
期
か
ら
史
料
2
の
争
論
が
発
生
し
た
寛
保
期
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近世前期郷鎮守における神宮寺と本末関係の形成（藤田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

檀
那
寺
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
竹
田
の
指
摘
に
従
え
ば
、
表
3
の
寺
々
も
戦
国
期
か
ら
近
世
初
期
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
村
塾
に
お

い
て
祈
薦
寺
と
檀
那
寺
は
機
能
分
担
を
し
て
併
存
し
た
が
、
例
外
も
存
在
し
た
。
表
3
の
杉
谷
村
金
蔵
寺
は
、
表
2
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
正
月

一
五
日
に
オ
コ
ナ
イ
が
実
施
さ
れ
る
寺
で
あ
り
、
檀
那
寺
で
あ
り
な
が
ら
祈
薦
寺
と
し
て
の
性
格
も
兼
ね
て
い
た
。
「
矢
川
雑
記
」
に
「
本
郷

七
警
官
内
、
末
寺
・
末
社
は
不
整
古
来
よ
り
矢
川
寺
末
寺
、
或
は
祈
禧
所
二
兼
帯
仕
至
善
二
、
杉
谷
村
金
蔵
寺
・
正
野
半
者
先
年
他
宗
二
親
成

⑬候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
蔵
寺
は
戦
国
期
の
動
乱
を
経
て
浄
土
宗
に
転
書
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
が
寺
と

し
て
二
重
の
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
理
由
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
正
福
寺
は
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
再
興
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
際
に
臨
済
宗
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
蔵
寺
・
正
福
寺
の
存
在
は
、
矢
川
寺
と
氏
子
村
々
の
祈
蒋
寺
と
の
本
末
関
係
の
形
成
を
阻
害
し

た
が
、
矢
川
大
明
神
の
祭
祀
を
掌
握
す
る
当
該
地
域
の
宗
教
的
権
力
で
あ
っ
た
矢
川
寺
は
、
宗
派
の
違
い
を
超
え
て
金
蔵
寺
・
正
福
寺
に
お
け

る
祭
祀
を
取
り
仕
切
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
章
で
は
、
矢
川
寺
の
宗
教
的
権
力
を
補
完
し
た
本
末
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
中
本
寺
－
末
寺
の
関
係
は
本
寺
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
矢
川
寺
の
本
寺
は
史
料
2
に
「
天
台
宗
本
寺
法
流
山
門
惣
豊
里
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
2
の

宛
先
の
う
ち
の
惣
持
坊
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
東
塔
の
憎
坊
で
あ
る
惣
導
爆
が
何
故
矢
川
寺
の
本
寺
に
成
り
得
た
の
か
を
、
天
台
宗
全
体

の
教
団
組
織
と
末
寺
統
制
の
分
析
を
通
し
て
考
察
す
る
。

①
　
山
路
興
造
「
修
正
会
の
変
容
と
地
方
伝
播
」
（
噸
大
系
仏
教
と
日
本
人
撫
七
、
春

　
秋
春
、
一
九
八
八
年
）
。

②
　
オ
コ
ナ
イ
の
研
究
史
と
湖
北
地
域
に
お
け
る
オ
コ
ナ
イ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

　
和
田
光
生
「
湖
北
オ
コ
ナ
イ
の
成
立
に
つ
い
て
1
地
方
霊
場
寺
院
と
村
落
寺
院

　
の
影
響
一
」
（
『
京
都
民
俗
葱
六
、
　
九
八
八
年
）
、
甲
賀
地
域
の
オ
コ
ナ
イ
に

　
つ
い
て
は
、
米
田
実
「
近
世
村
落
祭
祀
と
祈
藤
寺
一
近
江
甲
賀
地
方
の
オ
コ
ナ

　
イ
を
素
材
と
し
て
一
」
（
宇
野
茂
樹
編
『
近
江
の
美
術
と
民
俗
蝕
、
思
文
閣
出
版
、

　
　
九
九
四
年
）
参
照
。

③
橋
本
鉄
男
門
甲
賀
の
寺
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
（
魂
ま
つ
り
鰍
二
〇
、
一
九
七
二

　
年
）
、
中
澤
成
晃
『
近
江
の
宮
座
と
オ
コ
ナ
イ
撫
（
岩
田
書
院
、
　
九
九
五
年
）
。

④
寛
保
四
年
二
月
九
日
「
訴
状
扁
（
深
川
共
有
文
書
一
九
－
一
五
）
。

⑤
天
明
八
年
正
月
コ
百
「
為
取
替
一
札
」
（
矢
川
神
社
文
書
六
五
）
。

⑥
寛
保
四
年
二
月
「
乍
恐
奉
願
守
山
轡
」
（
深
川
共
有
文
蜘
二
九
1
～
六
）
。

⑦
落
蓋
善
雄
「
近
世
前
期
の
寺
院
行
政
」
（
『
日
本
史
研
究
竺
三
三
、
一
九
八
　

　
年
、
出
頭
杣
田
噸
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』
、
思
文
閣
瓦
版
、
二
〇
Ω
二
年
）
。

⑧
元
禄
五
年
九
月
「
寺
社
御
改
之
覚
」
（
矢
川
神
社
文
轡
三
）
。
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⑨
元
禄
五
年
一
一
月
「
近
江
国
延
暦
寺
末
寺
天
台
宗
寺
社
改
帳
」
（
叡
山
文
庫
正

　
二
院
文
書
内
典
九
1
…
嵩
）
。
な
お
、
天
明
六
年
（
｝
七
八
六
）
の
「
寺
院
本
末
帳
」

　
（
寺
院
本
末
帳
研
究
会
編
『
江
戸
幕
府
寺
院
本
態
帳
集
成
困
睡
山
田
出
版
、
一
九

　
八
一
年
）
に
は
、
浄
土
春
は
矢
川
寺
宋
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑩
永
禄
一
〇
年
～
明
治
翻
年
「
浄
土
寺
勤
頭
釜
日
」
（
深
川
共
有
文
書
一
九
－
二

　
八
）
。

⑪
元
禄
九
年
門
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
（
『
増
上
寺
史
料
集
撫
六
、
増
上
寺
史
料
編

　
政
所
、
一
九
八
○
年
）
。

⑫
竹
野
豊
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
儒
仰
山
（
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
七
｝
年
、

　
再
収
竹
田
『
竹
田
聴
洲
著
作
集
臨
　
一
一
三
、
国
書
刊
行
会
、
～
九
九
三
～
九
五

　
年
）
。

⑬
元
禄
～
六
年
（
［
七
〇
三
）
　
二
月
四
日
「
矢
理
由
本
寺
兼
帯
混
乱
之
覚
」

　
（
年
未
詳
「
矢
川
社
雑
記
下
」
（
矢
川
神
社
文
書
三
〇
二
）
）
。

⑭
　
第
～
章
註
⑦
前
掲
『
甲
賀
郡
志
一
下
、
八
～
五
頁
。
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，

第
三
章
　
天
台
宗
の
教
団
組
織
と
末
寺
統
制

　
近
世
天
台
宗
の
教
団
組
織
に
つ
い
て
は
、
幕
府
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
東
叡
山
寛
永
寺
門
主
を
兼
ね
る
輪
王
寺
門
跡
と
、
延
暦
寺
一
山
の
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

官
で
あ
る
天
台
座
主
に
就
任
し
た
妙
法
院
・
青
蓮
院
・
梶
井
門
跡
な
ど
の
諸
門
跡
と
の
関
係
を
論
じ
た
杣
田
の
成
果
が
あ
る
。
ま
た
、
近
世
に

お
け
る
延
暦
寺
寺
院
組
織
に
関
し
て
の
本
格
的
な
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
中
世
段
階
の
延
暦
毒
寺
院
組
織
に
関
し
て
は
下
坂
守
が
検
討

　
　
　
②

し
て
お
り
、
近
世
段
階
の
状
況
を
考
え
る
上
で
の
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
両
者
の
論
考
に
依
拠
し
、
天
台
宗
の
教
団
組
織
の
概

要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
下
坂
は
中
世
の
延
暦
寺
に
つ
い
て
、
①
惣
寺
と
呼
ば
れ
た
僧
侶
の
合
議
を
基
本
と
し
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
惣
寺
は
大
衆
と
呼
ば
れ
る
｝
般

の
僧
侶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
②
大
衆
は
、
東
塔
・
西
塔
・
横
川
の
三
塔
と
、
塔
の
下
に
位
置
す
る
単
位
で
あ
る
谷
に
所
属
し
て
お
り
、
三

皇
の
大
衆
を
代
表
す
る
役
職
と
し
て
東
塔
・
西
塔
に
は
執
行
、
横
川
に
は
別
当
が
存
在
し
て
い
た
、
さ
ら
に
執
行
・
別
当
の
下
に
実
務
担
当
者

と
し
て
執
行
代
・
別
当
代
が
置
か
れ
た
、
③
天
台
座
主
に
就
い
た
妙
法
院
・
青
蓮
院
・
梶
井
門
跡
な
ど
の
諸
門
跡
は
、
朝
廷
・
幕
府
の
側
に
あ

っ
て
重
言
と
対
抗
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
証
し
て
い
る
。
延
暦
寺
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
織
田
信
長
に
よ
る
焼
き
討
ち
で

大
き
な
打
撃
を
受
け
、
再
興
後
は
寺
院
と
し
て
の
規
模
は
縮
小
す
る
が
、
基
本
的
な
組
織
形
態
は
中
世
段
階
と
同
様
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
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③

諸
門
跡
が
就
任
す
る
天
台
座
主
が
一
山
の
長
と
な
る
と
と
も
に
、
正
徳
期
に
は
一
二
五
坊
が
存
在
し
た
僧
坊
の
住
持
が
執
行
・
別
当
な
ど
の
役

　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

職
に
就
任
し
、
三
塔
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属
す
る
僧
侶
の
合
議
に
よ
っ
て
五
内
行
政
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
丁
田
に
よ
っ
て
、

天
台
宗
の
宗
学
統
精
嚢
・
延
暦
寺
の
住
持
任
免
権
・
天
台
宗
最
重
要
の
法
儀
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
法
華
大
会
広
学
竪
義
の
執
行
権
な
ど
は
い
ず

れ
も
輪
王
寺
門
跡
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
暦
寺
の
天
台
教
団
に
お
け
る
種
々
の
権
限
は
形
骸
化
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
右
の
よ
う
な
延
暦
寺
の
組
織
が
輪
王
寺
門
跡
の
支
配
に
従
属
す
る
関
係
は
、
天
台
宗
の
宋
寺
統
制
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

天
台
宗
の
寺
院
は
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
作
成
の
「
寺
院
本
末
帳
」
に
二
七
九
四
ヶ
寺
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
寛
永
寺
末
が
一
八
三
五

ヶ
寺
（
孫
末
寺
以
下
の
末
寺
数
も
含
む
、
以
下
の
末
寺
数
も
同
じ
）
と
全
体
の
約
六
六
％
を
占
め
、
延
暦
寺
末
は
約
　
七
％
の
四
八
三
ヶ
寺
で
あ
り
、

末
寺
数
で
は
寛
永
寺
が
延
暦
寺
を
圧
倒
し
て
い
た
。
ま
た
、
延
暦
寺
に
対
し
て
行
わ
れ
る
末
寺
か
ら
の
訴
願
は
、
天
台
座
主
の
延
暦
寺
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
里
坊
で
あ
る
滋
賀
院
の
留
守
居
が
受
理
し
、
滋
賀
院
留
守
居
か
ら
直
接
に
、
若
し
く
は
執
行
代
二
名
・
別
当
代
（
略
し
て
三
執
行
代
と
も
称
す

る
）
と
滋
賀
院
留
守
居
の
合
議
を
経
た
後
に
、
寛
永
寺
執
当
を
通
じ
て
輪
王
寺
門
跡
の
裁
許
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
延
暦
寺
の
宋
寺
統
制
権
も
輪
王
寺
門
跡
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
天
台
宗
の
寺
院
に
は
寛
永
寺
末
・
延
暦
寺
末
の
寺
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

他
に
、
三
幅
の
僧
坊
が
抱
え
る
末
寺
が
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
の
末
寺
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
3
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
憎
坊
が
直
接
管

轄
し
た
。

　
　
（
史
料
3
）

　
　
　
　
　
　
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
照
養
）

　
　
江
州
甲
賀
郡
油
日
山
社
僧
成
就
院
・
養
照
院
御
窺
之
儀
有
之
、
罷
出
度
盛
願
二
野
、
本
寺
山
門
惣
持
坊
差
添
罷
出
候
、
様
子
御
廟
被
成
可
被
下
候
、
為
其

　
　
如
斯
御
座
候
、
以
上
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滋
賀
院
御
留
守
居

　
　
五
月
十
晶
ハ
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宝
積
院

　
　
京
都

　
　
　
　
御
奉
行
所

　
史
料
3
は
、
享
保
二
年
（
～
七
一
七
）
の
「
滋
賀
院
御
用
留
」
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
甲
賀
郡
油
日
村
金
剛
寺
の
僧
坊
で
あ
る

成
就
院
・
照
養
鰻
が
、
「
御
窺
之
儀
」
に
つ
き
本
寺
惣
鼠
坊
上
と
も
に
京
都
町
奉
行
所
へ
出
頭
す
る
に
あ
た
っ
て
、
滋
賀
院
留
守
居
が
町
奉
行

所
へ
提
出
し
た
添
状
で
あ
る
。
こ
の
添
状
に
対
応
す
る
「
御
窺
之
儀
」
に
つ
い
て
の
願
書
は
、
箆
鷺
坊
の
指
示
で
金
醐
寺
か
ら
町
奉
行
所
へ
提

出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
金
剛
寺
を
直
接
支
配
し
て
い
た
の
は
惣
持
坊
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
惣
鼠
坊
が
滋
賀
院
留
守

居
に
史
料
3
の
発
給
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
思
掛
坊
の
末
寺
支
配
が
輪
王
寺
門
跡
の
統
制
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
示
し

て
い
る
。

　
三
塔
の
僧
坊
で
あ
る
惣
持
坊
が
、
延
暦
寺
の
寺
内
行
政
を
担
う
構
成
体
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
独
自
の
末
寺
を
持
ち
得
た
の
は
、
宝
暦
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（…

ｵ
五
三
）
に
矢
川
寺
住
持
周
部
に
対
し
て
「
比
叡
山
延
暦
寺
穴
血
流
大
阿
鳳
梨
職
位
事
」
と
題
す
る
印
面
を
発
給
し
、
伝
法
灌
頂
を
行
っ

た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
天
台
密
教
の
一
流
派
霊
鳥
流
の
法
流
を
伝
え
て
い
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
平
安
期
の
天
台
宗
は
、
男
旱
・
円
珍
・
安
然
ら
に
よ
っ
て
密
教
教
義
が
確
立
さ
れ
た
後
に
、
延
暦
寺
一
山
堂
塔
の
焼
失
に
よ

り
停
滞
期
を
迎
え
る
が
、
良
源
に
よ
っ
て
中
興
さ
れ
る
。
教
学
の
興
隆
に
尽
力
し
た
良
説
の
活
動
に
よ
り
顕
教
・
密
教
と
も
に
教
義
は
多
方
面

に
発
達
す
る
が
、
平
安
末
期
に
至
る
と
次
第
に
教
義
の
細
分
化
が
進
展
す
る
。
島
地
大
豊
に
よ
れ
ば
、
密
教
流
派
は
穴
太
流
・
三
昧
流
・
法
曼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

流
な
ど
の
諸
派
に
分
か
れ
て
お
り
、
延
暦
寺
の
僧
坊
や
地
方
の
天
台
宗
寺
院
が
そ
れ
ら
の
流
派
を
相
承
し
た
。
延
暦
寺
で
は
、
惣
悪
坊
・
東
塔

西
谷
行
光
坊
・
横
川
学
卒
谷
難
足
院
が
穴
太
流
、
東
塔
東
谷
正
覚
院
が
西
山
流
、
東
塔
無
動
寺
谷
法
曼
院
が
法
憂
流
を
近
世
以
降
も
伝
え
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

門
五
箇
粟
野
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
天
台
宗
の
僧
侶
が
阿
闊
梨
の
職
位
を
得
て
密
教
の
祈
薦
を
行
う
に
は
、
灌
室
（
灌
頂
道
場
）
に
お
い
て
灌

頂
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
灌
室
の
住
持
と
灌
頂
を
受
け
た
僧
侶
と
は
師
弟
と
な
っ
た
。
宝
暦
三
年
の
書
信
に
は
そ
の
よ
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う
な
師
弟
関
係
が
示
さ
れ
て
お
り
、
慈
覚
大
師
（
円
仁
）
よ
り
惣
持
坊
始
祖
の
行
方
を
経
て
、
惣
童
坊
二
五
世
の
智
川
に
伝
え
ら
れ
た
大
阿
閣

梨
の
職
位
を
矢
川
寺
周
顕
に
対
し
て
与
え
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
事
相
（
密
教
修
法
儀
礼
）
法
流
関
係
の
一
部
は
、
幕
府
に
よ
る
本
職
統
制
政
策
の
展
開
に
よ
り
灌
室
と
灌
頂
を
受
け
た
僧
侶
の

寺
と
の
本
末
関
係
へ
と
移
行
し
た
。
先
に
挙
げ
た
天
明
六
年
の
「
寺
院
本
末
帳
」
に
よ
れ
ば
、
惣
持
坊
が
七
五
ヶ
寺
、
正
覚
院
が
六
〇
ヶ
寺
、

難
足
院
が
四
四
ヶ
寺
、
行
光
坊
が
二
八
ヶ
寺
の
末
寺
を
抱
え
て
い
る
。
魚
層
梨
の
職
位
は
当
室
の
判
断
で
授
与
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
灌
室
で

あ
っ
た
僧
坊
に
と
っ
て
は
近
世
段
階
で
末
寺
を
拡
大
し
て
い
く
際
の
有
効
な
手
段
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
矢
川
寺
や
氏
子
園
圃
の
祈
愚
意
に
お
い
て
矢
川
寺
住
持
が
祈
禧
を
行
う
に
は
、
そ
の
た
め
の
資
格
で
あ
る
密
教
の
阿
鳳
梨
の
職
位
が
必
要
に

な
っ
た
。
阿
闇
梨
の
職
位
を
授
与
で
き
る
の
は
灌
室
で
あ
る
延
暦
寺
の
僧
坊
で
あ
り
、
矢
川
寺
に
と
っ
て
は
氏
子
村
々
と
の
関
係
を
構
築
し
て

い
く
た
め
に
、
惣
持
坊
と
の
事
相
法
流
関
係
を
取
り
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
関
係
が
元
禄
期
に
至
っ
て
本
末
関
係
へ
と

移
行
し
た
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
元
禄
期
に
お
け
る
来
車
坊
と
矢
川
寺
と
の
本
末
関
係
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し
た
い
。

　
①
柚
田
善
雄
「
幕
藩
制
国
家
と
門
跡
－
天
台
座
主
・
天
台
門
跡
を
中
心
に
　
　
議
に
よ
っ
て
い
た
。

　
　
一
」
（
百
本
史
研
究
輪
二
七
七
、
一
九
八
五
年
、
再
認
第
二
章
註
⑦
前
掲
杣
田
　
　
　
　
⑥
　
第
二
章
註
⑨
前
掲
魍
江
戸
幕
府
寺
院
本
志
帳
集
成
画
に
所
収
。

　
　
著
書
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
末
寺
か
ら
の
願
審
留
帳
で
あ
る
安
永
九
年
（
｝
七
八
○
）
「
諸
願
誓
」
（
叡
山
文

②
下
坂
守
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
輪
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
。

③
天
台
座
主
の
就
任
状
況
に
つ
い
て
は
、
渋
谷
慈
鎧
編
『
天
台
摩
王
記
臨
（
第
　

　
書
房
、
一
九
七
三
年
）
参
照
。

④
僧
坊
住
持
に
よ
る
延
暦
寺
内
の
役
職
の
就
任
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
東
塔
五
谷

　
堂
舎
並
各
坊
世
譜
」
、
「
西
塔
堂
舎
並
各
坊
世
譜
」
、
「
横
河
堂
舎
並
各
坊
世
譜
扁

　
（
『
天
台
宗
全
書
睡
二
四
）
参
照
。

⑤
下
坂
が
註
②
前
掲
著
書
　
三
七
頁
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る

　
東
塔
・
西
塔
・
横
川
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
決
定
は
各
谷
の
代
表
で
あ
る
学
頭
代
の
衆

　
庫
滋
賀
院
門
跡
文
轡
訴
一
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
願
轡
の
宛
所
は
全
て
滋
賀
院
に

　
な
っ
て
お
り
、
滋
賀
院
が
延
暦
寺
の
宋
寺
統
制
に
関
す
る
執
行
機
関
で
あ
っ
た
こ

　
と
が
分
か
る
。

⑧
享
保
二
年
「
滋
賀
院
御
用
留
」
（
叡
山
文
庫
滋
賀
院
門
跡
文
書
日
用
四
三
｝
）
。

⑨
宝
暦
三
年
一
〇
月
一
四
日
「
比
叡
山
延
暦
寺
穴
扇
流
大
購
閣
梨
職
位
事
」
（
矢

　
川
神
社
文
書
一
五
）
。

⑩
島
地
大
等
噸
天
台
教
学
紬
縞
（
明
治
書
院
、
一
九
二
九
年
）
。

⑪
硲
慈
弘
『
天
台
宗
史
概
説
睡
（
大
蔵
出
版
、
一
九
六
九
年
）
。
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第
四
章
　
元
禄
期
に
お
け
る
本
末
関
係
の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

矢
川
寺
が
本
末
関
係
に
つ
い
て
届
け
出
た
史
料
2
と
同
じ
元
禄
五
年
九
月
に
、
矢
川
寺
は
延
暦
寺
三
執
行
代
に
宛
て
て
次
の
史
料
4
を
提
出

し
て
い
る
。

　
　
（
史
料
4
）

　
　
　
　
　
　
乍
恐
口
上

　
　
今
度
寺
社
本
末
由
緒
御
蓋
二
付
、
当
寺
磁
器
往
古
6
山
門
末
寺
と
伝
申
隠
処
、
此
度
寛
文
五
年
之
帳
面
二
惣
持
坊
末
寺
与
有
之
候
問
、
帳
面
之
通
違
背
仕

　
　
問
敷
と
掛
算
候
故
、
重
要
御
断
申
上
候
得
共
、
御
承
引
無
品
候
故
御
輿
可
申
と
存
候
、
就
夫
寛
文
年
中
帳
面
二
矢
川
寺
宋
寺
五
ヶ
寺
書
付
膚
之
即
処
、
惣

　
　
持
坊
宋
寺
二
可
被
成
由
御
釜
書
成
候
、
然
上
塗
、
帳
面
も
違
背
有
之
候
様
二
念
候
、
然
ハ
当
寺
も
先
年
之
通
山
門
末
寺
二
奉
願
候
、
若
帳
面
之
通
御
申
付

　
　
被
為
成
候
ハ
・
、
五
ヶ
寺
之
儀
ハ
矢
川
寺
末
寺
二
被
為
仰
付
被
下
襲
ハ
・
、
腰
上
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
州
甲
賀
郡

　
　
　
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
矢
川
寺
判

　
　
　
執
行
代

　
史
料
4
で
は
、
矢
川
寺
は
往
古
よ
り
延
暦
寺
末
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
寛
文
五
年
（
～
六
六
五
）
の
帳
面
に
矢
川
寺
を
惣
持
坊
末
と
書
き

上
げ
ら
れ
た
た
め
、
今
回
の
寺
院
改
で
も
止
む
な
く
惣
持
坊
末
で
あ
る
こ
と
を
了
承
し
よ
う
と
考
え
た
、
し
か
し
、
寛
文
五
年
の
帳
面
に
矢
川

寺
の
末
寺
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
五
ヶ
寺
に
つ
い
て
も
面
持
坊
が
末
寺
に
す
る
と
主
張
し
て
き
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば
先
年
の
通
り
矢
川
寺

を
延
暦
寺
末
と
す
る
か
、
寛
文
五
年
の
帳
面
通
り
矢
川
寺
が
惣
持
坊
末
と
さ
れ
た
場
合
は
、
五
ヶ
寺
を
矢
川
寺
末
と
す
る
よ
う
に
願
う
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
4
に
あ
る
「
寛
文
五
年
之
帳
面
」
と
は
、
寺
社
方
朱
印
改
の
際
に
作
成
さ
れ
た
末
寺
を
書
き
上
げ
た
帳
面
の

　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
先
述
し
た
通
り
、
矢
川
寺
の
本
末
関
係
が
確
定
さ
れ
る
の
は
元
禄
五
年
の
寺
院
改
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
図

2
1
A
の
如
く
、
矢
川
寺
は
自
ら
が
延
暦
寺
末
で
あ
り
、
氏
子
暮
々
に
所
在
す
る
竹
冠
寺
の
中
本
寺
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
惣
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C

一延暦寺一
　滋涜惣持坊

矢寺i

筋
－

惣

末
寺

B

v
末
春

，
園
團
一

延暦寺

圏
，
，
，
，
，
－
：
∀
宋
　
寺

噛

A
延暦

翻「

宋
寺

聾
嵐

↓
隔
…
団

Ψ
宋
寺

川寺

末
寺

・
閑
團
一

※→は制度上の本末関係，……》は事相法流関係を示す。

　　　　　　図2　制度上の本末闘係と事相法流関係

持
坊
は
図
2
1
B
の
よ
う
に
、
寛
文
五
年
の
帳
面
を
根
拠
と
し
て
矢
川
寺
を
末
寺
に
す
る
の
と
同
時

に
、
氏
子
度
々
の
祈
蒋
寺
を
直
末
寺
に
編
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
惣
持
坊
の
動
き
は
、
矢
川
寺
の
み
な
ら
ず
甲
賀
郡
内
の
他
の
天
台
宗
寺
院
に
も
及
ん

だ
。
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
九
月
八
日
に
は
鳥
居
野
村
河
合
寺
・
新
宮
上
野
村
新
宮
寺
・
金
翔
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
も
史
料
4
と
同
様
の
訴
え
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
に
及
ん
だ
河
合
寺
・
新
宮
寺
・
金
剛
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
も
に
、
氏
子
七
～
一
〇
ヶ
村
を
抱
え
る
郷
鎮
守
の
神
宮
寺
で
あ
り
、
回
持
坊
が
郡
内
の
郷
鎮
守
に

併
存
す
る
神
宮
寺
の
多
く
を
自
ら
の
影
響
下
に
置
こ
う
と
指
向
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
四

ヶ
寺
と
惣
持
坊
双
方
が
訴
え
出
た
結
果
、
三
執
行
代
と
滋
賀
院
留
守
居
は
、
金
剛
寺
と
矢
川
寺
に
関

し
て
は
寛
文
五
年
の
帳
面
に
本
寺
・
法
流
と
も
に
丸
持
坊
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
回
持
坊
の
主
張
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

め
る
判
断
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
裁
許
に
よ
り
惣
持
坊
は
矢
川
寺
と
の
本
末
関
係
を
維
持
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
史
料
4
で
見

ら
れ
た
よ
う
な
矢
川
寺
の
中
本
寺
と
し
て
の
立
場
を
否
定
す
る
動
き
を
強
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

禄
～
四
年
（
一
七
〇
一
）
　
二
月
三
日
に
は
矢
川
寺
は
惣
持
坊
に
対
し
て
次
の
史
料
5
を
差
し
出
て

い
る
。

　
　
（
史
料
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
州
甲
賀
郡
矢
川
寺

　
　
　
　
　
　
　
噴
出
以
口
上
書
申
上
候
　
　
　
　
　
　
　
清
浄
院

　
　
【
江
州
甲
賀
郡
杣
庄
廿
二
村
之
惣
社
矢
川
社
は
、
延
喜
式
神
名
帳
甲
賀
六
所
之
中
之
一
座
二
而
御
坐
候
、

　
　
　
此
社
僧
百
余
年
前
迄
七
道
御
坐
候
両
弐
百
七
擶
響
寺
璽
而
相
続
仕
り
候
処
二
・
文
禄
之
頃
寺
領
被

　
　
　
召
上
候
二
十
六
坊
退
転
仕
り
、
一
三
を
廿
二
村
と
し
て
修
復
仕
候
処
二
、
先
年
廿
二
村
之
内
拾
五
村
者
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我
儘
申
立
の
き
候
而
、
社
事
請
雨
等
も
不
仕
懸
二
付
、
墨
之
助
成
も
不
仕
、
寺
社
共
二
半
立
迷
惑
仕
候
御
事

　
　
一
近
年
残
る
七
影
青
内
、
御
地
頭
熱
数
多
御
入
組
被
成
候
置
付
、
寺
社
境
内
も
内
々
御
構
ひ
被
成
候
御
方
も
御
坐
候
、
山
林
竹
木
伐
取
申
百
姓
も
御
坐
候

　
　
　
二
付
、
矢
川
寺
よ
り
せ
い
た
う
仕
候
而
も
承
引
不
仕
、
迷
惑
仕
候
御
事

　
　
一
近
年
七
村
之
内
私
領
二
罷
成
算
二
付
、
雨
請
等
も
内
々
御
構
ひ
被
成
候
御
方
も
御
坐
候
而
、
七
去
一
統
不
仕
候
二
瀬
、
祈
雨
等
も
不
仕
候
故
、
寺
社
之
助

　
　
　
成
も
無
御
坐
候
、
其
上
修
復
入
用
迄
も
年
々
滞
り
迷
惑
仕
候
無
二
、
只
今
百
姓
共
我
儘
を
申
、
七
草
之
内
も
立
の
き
可
申
と
申
、
迷
惑
仕
候
御
事

　
　
右
矢
川
寺
一
儀
ハ
由
緒
あ
る
古
跡
に
て
御
坐
候
処
、
ふ
た
・
ひ
破
滅
二
を
よ
ひ
歎
息
奉
存
、
以
御
威
光
寺
社
共
融
相
続
低
度
奉
存
候
、

　
　
乍
恐
寺
社
御
建
立
と
被
為
　
思
召
上
、
出
門
御
末
寺
買
被
為
　
成
、
境
内
之
一
躍
札
を
被
為
下
半
ハ
・
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
～
兀
禄
十
山
ハ
年
山
木
十
二
月
一
二
口
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
浄
院
判

　
　
　
　
山
門

　
　
　
　
　
惣
持
坊
様

史
料
5
で
は
、
①
矢
川
大
明
神
は
文
禄
年
間
に
寺
領
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
氏
子
二
二
ヶ
村
で
寺
社
の
修
復
を
し
て
き
た
が
、
先
年
一
五
ヶ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
氏
子
が
立
ち
退
い
た
た
め
寺
社
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
②
残
る
七
ヶ
村
も
複
数
領
主
の
入
組
と
な
っ
た
た
め
、
矢
川
大
明
神

の
寺
社
境
内
へ
の
領
主
支
配
が
区
々
に
な
り
、
各
村
百
姓
の
境
内
山
林
伐
採
を
矢
川
寺
が
制
止
で
き
な
い
こ
と
、
③
雨
請
に
つ
い
て
も
領
主
の

支
配
が
区
々
で
あ
り
、
七
ヶ
村
が
一
統
し
な
い
た
め
祈
雨
が
で
き
な
い
こ
と
、
七
ヶ
村
の
内
に
も
氏
子
を
立
ち
退
く
と
主
張
す
る
村
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
上
で
、
矢
川
寺
を
延
暦
寺
末
に
す
る
と
と
も
に
、
境
内
へ
の
制
札
の
下
髪
を
願
い
出
て
い
る
。

　
史
料
5
に
お
い
て
、
矢
川
寺
が
氏
子
艶
々
に
対
し
て
の
求
心
力
の
低
下
を
強
調
し
つ
つ
、
自
ら
が
延
暦
寺
末
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
出

た
意
図
は
、
史
料
4
で
の
主
張
と
同
様
に
、
惣
持
坊
の
支
配
を
脱
す
る
こ
と
で
中
本
寺
と
し
て
の
立
場
を
保
つ
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
訴
願
の
結
果
は
、
矢
川
寺
が
惣
悪
坊
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
に
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
寛
政
二
年
（
｝
七
九
〇
）
の
「
人
別
御
楯
帳
」
で
深
川

村
浄
福
寺
・
同
村
浄
土
寺
・
塩
野
村
滝
坂
寺
・
塩
野
村
円
満
寺
が
矢
川
寺
の
末
寺
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
図
2
…
C

の
よ
う
に
矢
川
寺
の
中
本
寺
と
し
て
の
立
場
を
認
め
る
形
で
決
着
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
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以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
惣
持
坊
と
矢
川
寺
と
の
本
末
関
係
は
、
近
世
的
な
存
立
基
盤
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
の

な
か
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
寺
で
あ
る
霊
祭
坊
側
の
動
き
の
背
景
に
は
、
当
該
期
に
お
け
る
延
暦
寺
各
僧
坊
の
経
営
悪
化
の
問
題
が

あ
っ
た
。
宝
永
五
年
（
～
七
〇
八
）
に
は
、
各
僧
坊
の
借
金
が
累
積
し
た
た
め
、
自
分
が
住
持
で
あ
っ
た
以
前
の
借
金
は
僧
坊
に
付
け
置
き
、

新
た
に
生
ま
れ
た
借
金
は
他
の
寺
院
に
移
る
場
合
で
も
移
転
先
へ
持
参
し
て
返
済
せ
よ
と
の
指
示
が
寛
永
寺
心
当
か
ら
延
暦
寺
に
対
し
て
出
さ

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
て
い
る
。
享
保
六
年
（
　
七
二
～
）
の
惣
持
坊
の
借
金
は
五
四
貫
三
〇
七
匁
・
金
三
〇
両
に
及
ん
で
お
り
、
東
塔
北
谷
の
僧
坊
の
申
で
は
最

悪
の
経
営
状
態
に
あ
っ
た
。
惣
持
坊
は
こ
の
よ
う
な
経
営
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
収
奪
の
対
象
と
な
る
末
寺
の
拡
大
を
指
向
し
、
矢
川
寺

の
末
寺
を
直
接
掌
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
思
わ
れ
る
。
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
世
天
台
教
団
に
お
い
て
は
延
暦
寺
の
運
営
や
末
寺
の

支
配
に
寛
永
寺
が
強
い
統
制
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
財
政
窮
乏
に
陥
っ
た
延
暦
寺
の
各
憎
坊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
寺
院
と
し
て
の
生
き
残

り
の
道
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
年
未
詳
「
矢
川
社
雑
記
下
」
（
矢
川
神
社
文
書
三
〇
二
）
。

②
史
料
5
と
同
時
に
提
出
さ
れ
た
「
矢
下
寺
御
本
寺
混
乱
之
覚
」
（
年
未
詳
「
矢

　
川
社
雑
記
下
」
（
矢
川
神
社
文
書
三
〇
一
一
）
）
に
、
「
寛
文
五
年
寺
社
方
御
朱
印
御

　
改
之
節
、
矢
川
寺
社
領
御
訴
訟
の
た
め
清
浄
院
本
末
之
儀
　
東
叡
山
へ
書
上
ヶ
候

　
付
…
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
寛
文
五
年
之
帳
面
」
と
は
、
寺
社
方
朱
印
改
の

　
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

③
元
禄
五
年
～
七
年
（
一
六
九
四
）
「
江
戸
往
復
書
翰
留
」
（
叡
山
文
庫
止
観
院
文

　
書
往
並
樹
）
。

④
河
合
寺
・
新
宮
寺
・
金
剛
寺
の
氏
子
丸
々
の
世
羅
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
註
①

　
前
掲
『
矢
川
神
社
文
書
調
査
報
告
轡
隔
の
「
解
説
扁
参
照
。

⑤
河
合
寺
・
薪
宮
寺
に
対
し
て
の
裁
許
は
、
註
③
前
掲
史
料
に
よ
れ
ば
、
両
寺
と

　
も
寛
文
五
年
の
帳
面
に
本
寺
の
記
載
が
な
い
た
め
、
惣
山
並
の
末
寺
で
あ
る
と
の

　
判
断
は
下
さ
れ
な
か
っ
た
。
河
合
考
に
つ
い
て
は
延
暦
寺
宋
と
し
て
認
め
ら
れ
て

　
お
り
、
新
富
寺
は
寛
永
寺
に
対
し
て
直
訴
を
行
い
、
同
年
九
月
二
八
日
に
寛
永
寺

　
執
当
よ
り
寛
永
寺
末
に
す
る
と
の
裁
許
を
得
て
い
る
。

⑥
年
未
詳
「
矢
川
社
雑
記
下
」
（
矢
川
神
社
文
轡
三
〇
二
）
。

⑦
氏
子
蕩
々
の
領
主
は
、
元
禄
一
囚
年
（
一
七
〇
一
）
二
月
「
領
分
附
近
江
国
郷

　
帳
」
（
滋
賀
県
立
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
森
尻
村
は
鳥
居
忠
英
（
水
口
藩
）
　
・

　
堀
田
一
輝
・
美
濃
部
茂
孝
、
深
川
村
は
鳥
居
忠
英
・
美
濃
部
茂
孝
、
隠
州
市
場
村

　
は
内
藤
忠
種
・
美
濃
部
茂
孝
、
杉
谷
村
は
鳥
居
忠
英
、
塩
野
村
は
鳥
居
忠
英
・
武

　
嶋
茂
孫
・
青
木
義
武
・
柘
植
宗
英
、
稗
谷
村
は
鳥
居
忠
英
、
葛
木
村
は
稲
垣
重
定

　
（
山
上
藩
）
、
寺
庄
村
は
幕
領
と
な
っ
て
い
る
。

⑧
寛
政
二
年
四
月
「
人
別
御
改
帳
」
（
矢
川
神
社
文
書
一
七
）
。

⑨
宝
永
五
年
「
諸
篇
留
帳
」
（
叡
山
文
庫
止
観
院
文
書
往
諸
六
五
）
。

⑩
享
保
六
年
「
北
谷
借
銀
増
滅
目
録
」
（
叡
山
文
庫
止
観
院
文
華
金
轡
五
四
二
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
近
江
国
甲
賀
郡
森
尻
村
矢
川
寺
を
事
例
に
、
近
世
前
期
郷
鎮
守
に
お
け
る
神
宮
寺
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
き
た
。
ま

ず
、
論
点
を
整
理
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
分
析
で
き
な
か
っ
た
近
世
中
期
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
、
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
中
世
段
階
の
矢
川
大
明
神
は
、
享
保
期
に
成
立
し
た
神
社
の
記
録
で
あ
る
「
矢
川
雑
記
」
の
記
載
内
容
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
存
在
形
態
で

あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
中
世
の
当
該
地
域
に
は
池
原
杣
庄
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
領
域
は
近
世
初
期
の
矢
川
大
明
神

氏
子
二
二
ヶ
村
の
範
囲
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
②
矢
川
大
明
神
は
池
原
杣
庄
の
荘
鎮
守
で
あ
っ
た
、
③
矢
川
寺
が
別
当
と
し
て
祭
肥

を
中
心
的
に
執
行
し
て
い
た
、
④
中
世
後
期
に
は
、
当
該
地
域
を
支
配
し
た
甲
賀
侍
衆
望
両
氏
が
そ
の
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
、
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
荘
鎮
守
と
し
て
の
矢
川
大
明
神
の
運
営
構
造
は
、
近
世
初
期
に
生
じ
た
地
域
社
会
の
変
容
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
で

あ
り
、
近
世
社
会
に
お
い
て
矢
川
寺
は
、
中
世
以
来
の
秩
序
を
再
編
成
し
た
斬
た
な
存
立
基
盤
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
氏
子
二

二
ヶ
村
は
承
応
元
年
の
争
論
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
七
ヶ
村
に
減
少
し
、
近
世
初
期
の
氏
子
村
々
に
は
浄
土
宗
の
檀
那
寺
が
創
設
さ
れ
て
い
く
。

中
世
的
な
構
造
の
更
な
る
解
体
が
進
み
、
檀
那
寺
と
い
う
別
の
性
格
を
持
つ
宗
教
施
設
が
形
成
さ
れ
る
な
か
で
、
矢
川
寺
は
氏
子
村
々
を
近
世

的
な
存
立
基
盤
と
し
て
組
み
込
む
た
め
に
、
矢
川
大
明
神
の
祭
祀
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
宗
教
的
権
力
を
背
景
と
し
て
、
氏
子

村
々
の
祈
藩
寺
や
鎮
守
で
実
施
さ
れ
る
村
落
祭
祀
を
取
り
仕
切
っ
た
の
で
あ
る
。

　
祈
禧
系
の
仏
教
宗
派
で
あ
る
天
台
宗
に
属
す
る
矢
川
寺
の
住
持
が
、
矢
川
大
明
神
の
祭
祀
を
掌
握
し
、
氏
子
心
々
に
対
し
て
宗
教
的
権
力
を

及
ぼ
す
う
え
で
、
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
祈
薦
を
行
う
能
力
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
祈
濤
を
行
う
に
は
密
教
の
阿
閣
梨
の
職
位
が
必
要

で
あ
り
、
矢
川
寺
の
住
持
は
、
台
密
の
穴
太
流
を
相
伝
し
て
い
た
延
暦
寺
東
塔
北
谷
の
僧
坊
惣
持
坊
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
た
。
惣
持
坊

は
矢
川
寺
と
結
ん
で
い
た
右
の
よ
う
な
事
相
法
流
関
係
を
誤
信
に
し
て
、
幕
府
に
よ
る
宗
教
政
策
の
確
立
期
で
あ
る
元
禄
年
間
に
実
施
さ
れ
た

寺
院
改
を
契
機
に
、
矢
川
寺
を
制
度
上
の
來
寺
に
組
み
込
む
の
と
同
時
に
、
氏
子
村
民
に
所
在
す
る
早
落
寺
を
直
末
寺
に
し
て
、
矢
川
寺
が
中
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近世前期郷鎮守における神宮寺と本末関係の形成（藤田）

本
寺
と
し
て
そ
れ
ら
の
寺
々
に
支
配
を
及
ぼ
す
権
限
を
否
定
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
惣
持
坊
の
画
策
に
対
し
て
、
矢
川
寺

は
訴
訟
を
起
こ
し
て
抵
抗
す
る
。
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
矢
川
寺
が
惣
警
世
の
宋
毒
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
も
、
中
本
寺
と
し
て
の
地
位
は
認

め
ら
れ
る
形
で
決
着
し
た
。

　
本
稿
で
は
、
中
世
荘
鎮
守
の
神
宮
寺
が
、
近
世
前
期
段
階
で
如
何
な
る
展
開
を
遂
げ
た
か
に
つ
い
て
論
証
し
た
が
、
近
世
前
期
に
成
立
し
た

神
宮
寺
を
核
と
す
る
宗
教
的
権
力
秩
序
は
、
近
世
中
期
以
降
の
氏
子
楽
々
に
よ
る
自
律
的
な
地
域
運
営
能
力
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
解
体
す
る
可

能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
矢
川
大
明
神
に
類
似
す
る
存
在
形
態
を
持
つ
北
脇
村
の
若
宮
八
幡
宮
で
は
、
室
町
時
代
の
公
卿
で
あ
る
飛
鳥
井

雅
親
を
家
祖
と
す
る
神
職
柏
木
家
・
神
宮
寺
で
あ
る
神
護
寺
・
氏
子
一
〇
ヶ
村
が
祭
祀
組
織
を
形
成
し
て
お
り
、
飛
鳥
井
家
と
の
由
緒
を
誇
示

す
る
特
権
的
神
職
柏
木
家
が
近
世
前
期
か
ら
神
社
運
営
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
に
財
政
悪
化
が
原
因
と
な
っ
て
柏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

吉
家
が
神
社
運
営
に
対
し
て
の
実
権
を
失
い
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
氏
子
村
々
が
運
営
を
損
う
よ
う
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
子

麗
々
の
動
き
に
よ
っ
て
神
宮
毒
の
地
位
が
切
り
崩
さ
れ
、
新
た
に
氏
子
村
々
の
側
が
宗
教
的
権
力
秩
序
を
維
持
す
る
主
体
に
な
る
よ
う
な
転
換

は
、
近
世
前
期
の
郷
鎮
守
祭
祀
組
織
が
、
中
後
期
に
更
な
る
展
開
を
遂
げ
る
道
筋
と
し
て
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
最
後
に
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
、
近
世
前
期
に
宗
教
的
権
力
秩
序
を
形
成
し
た
郷
鎮
守
神
宮
寺
と
い
う
寺
院
の
あ
り
方
を
、
今
一
度
先
行

研
究
を
踏
ま
え
て
位
置
付
け
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
の
郷
鎮
守
神
宮
寺
に
つ
い
て
は
、
従
来
研
究
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
近
世
社
会
に

お
い
て
郷
鎮
守
神
宮
寺
の
存
在
が
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
は
筆
者
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
小
農
自
立
論
に
基

づ
く
寺
檀
関
係
中
心
の
近
世
仏
教
史
観
や
、
明
治
初
年
の
廃
仏
殿
釈
に
よ
る
神
宮
寺
の
史
料
滅
失
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
低
調
に
さ
せ
て
い

た
原
因
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。

　
で
は
、
近
世
前
期
に
お
け
る
郷
鎮
守
神
宮
寺
の
存
在
が
、
普
遍
的
な
広
が
り
を
も
つ
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
の
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
る
中
世
後
期
を
対
象
に
、
榎
原
雅
治
は
荘
園
公
領
の
鎮
守
と
地
域
社
会
の
関
連
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
榎
原
が
論
証
し
た
荘
園
公
領
鎮
守
の
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
戦
国
期
の
争
乱
と
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
領
域
型
荘
園
の
地

域
的
枠
組
み
は
近
世
段
階
に
も
郷
村
結
合
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
神
仏
習
合
が
「
庶
民
社
会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
む
し
ろ
近
世
で
あ
っ
た
」
と
す
る
竹
田
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
郷
鎮
守
神
宮
寺
は
近
世
社
会
に
お
い
て
も
根
強
く
残
存
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
右
の
こ
と
を
示
唆
す
る
の
が
、
霊
室
文
雄
の
水
戸
藩
・
岡
山
藩
寺
社
整
理
に
関
わ
る
研
究
で
あ
る
。
圭
室
は
、
寺
院
整
理
以
前
の
岡
山
藩
領

域
で
あ
る
備
前
国
・
備
中
国
、
水
戸
藩
領
域
で
あ
る
常
陸
国
に
お
い
て
、
神
仏
習
合
形
態
の
祭
祀
を
執
行
す
る
祈
園
田
仏
教
寺
院
が
多
数
存
在

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
荘
園
公
領
の
鎮
守
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
中
世
後
期
の
宗
教
的
な
地
域
構
造
が
、
近
世
薗
期
に
至

っ
て
も
両
藩
領
域
に
色
濃
く
残
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
水
戸
藩
や
岡
山
藩
が
解
体
を
試
み
た
の
は
、
中
世
的
な
構
造
を
再
編
成
し

た
郷
鎮
守
神
宮
寺
を
核
と
す
る
宗
教
的
権
力
秩
序
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
近
世
の
仏
教
思
想
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
大
桑
は
、
幕
富
嶽
仏
教
の
基
本
的
思
惟
と
し
て
、
封
建
的

思
惟
と
し
て
の
唯
心
論
が
様
々
な
形
で
見
い
だ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
唯
心
弥
陀
・
己
心
浄
土
」
と
い
う
タ
ー
ム
で
表
現
さ
れ
る
天
台
本
覚
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

想
に
源
流
を
持
つ
思
惟
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
濃
厚
な
顕
密
主
義
思
想
が
近
世
社
会
に
お
い
て
成
立
す
る
に
は
、
思
想

の
発
信
源
と
し
て
の
祈
薦
系
仏
教
寺
院
が
広
汎
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郷
鎮
守
神
宮
寺
に
つ
い
て
の
更
な
る
史
料
発
掘
と
、
そ

の
存
在
形
態
の
分
析
は
、
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
は
じ
め
に
註
⑪
前
掲
拙
稿
B
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
竹
田
聴
洲
「
近
世
社
会
と
仏
教
」
（
習
石
波
講
座
日
本
歴
史
』
九
、
岩
波
書
店
、

　
②
は
じ
め
に
註
⑨
前
掲
竹
田
著
書
、
同
澤
論
文
が
数
少
な
い
成
果
で
あ
る
。
　
　
　
一
九
七
五
年
、
再
収
竹
田
門
竹
田
満
洲
著
作
霊
園
七
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四

　
③
榎
原
雅
治
「
若
狭
三
十
三
所
と
一
宮
一
中
世
後
期
若
狭
の
寺
院
と
荘
園
公
領
　
　
年
）
。

　
　
総
社
i
」
（
『
史
学
雑
誌
㎞
九
九
一
一
、
一
九
九
〇
年
、
再
収
榎
原
『
日
本
中
世
　

⑤
黒
甜
文
雄
冒
本
仏
教
史
近
世
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。

　
　
地
域
社
会
の
構
造
騙
、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
⑥
は
じ
め
に
註
⑦
大
桑
著
書
。
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vins　commencent　h　employer　cette　m6thode　dans　des　proces　concernant　leurs　ofi－

ciers　domanials　et　leurs　petits　vassals，　objets　patfaits　que　on　met　d　1’epreuve　du

nouveau　pouvorr　p1rmcler．

　　　　The　Formation　of　the　Shrine－temple　for　a　Tutelary　Deity　and　its

　｝lierarchical　Relationship　during　the　First　Portion　of　the　Early－modern

Period：　The　Example　of　Yagawadera　in　the　Koka　Distrtct　of　Omi　Province

by

FUJITA　Kazutoshl

　　Yagawa　Dainy（珈at　Mo均hi　v遣age血K：oka　district血the　proVince　of　Omi　is

thought　to　have　been　the　local　deity　of　the　ll〈eharasoma　no　sho，　an　estate　in　the

area，　du虚g　the　medieval　period．　Yagawadera，　which　was　the　s㎞e－temp茎e，　con－

ducted　rites　that　were　charac£eristic　of　the　Shnto－and－Buddhism　symbiosis，　1〈nown

as　shinbutsu　shugo．　After　the　esta£e　system　had　been　dismantiement　at　the　end　of

War血g－States　period，　Yagawadera　was　confronted　with　the　need　to　build　a　new

foundation　for　a　reorganized　economic　structure　suitable　for　a　medieval　shrine，　and

by　controlling　the　rites　at　local　temples　of　the　v皿agers　associa£ed　with　the　shr血e，

i£　was　able　to　construct　a　new　order　in　the　retigious　power　structure　of　the　re－

gion．　ln　order　for　the　iocal　priest　of　Yagawadera　to　lead　these　rites　for　the　vi1－

lagers　associated　with　the　shrine，　it　was　necessary　for　－m　to　attain　the　status　of

alE≠窒堰@（S．　acarya），　which　is　required　to　perform　esoterie　Buddhist　rituals．　There－

fore，　an　ecclesiastical　relagonship　with　Sojibo，　a　cloister　of　Enryakuji，　which　car－

ried　on　the　Ano　tradition　of　Tendal　esoteric　Buddlzism，　was　established，　and　Yaga－

wadera　became　a　branch　temple，　subordinate　to　Sojibo．　When　the　bakufu　reorga－

nized　the　temple　system，　Sojibo　tried　to　use　the　ecclesiastical　relationship　to　make

both　Yagawadera　and　the　local　temples　direct　subordinates，　branch　temples　of
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equal　rank．　Yagawadera　resisted　and　initiated　a　lawsuit．

the　hierarcltical　order　of　the　temples　was　formed．

In　the　ensuing　struggle

Local　Hiseory　and　Community：　How　Onshirin　（lmperially　Granted

Forests）　are　Described　in　Local　History　Books　in　Yamanashi　Prefecture

by

NANTo　Naoko

This　study　deals　with　local　history　books　published　by　local　govemments　in

Japan．　They　portray　the　history　of　peop｝e　who　lived　in　the　local　aiAea　from　the　dis－

tant　past　to　present．　Bellah　has　called　those　who　share　the　same　understanding　of

the　past　a“cornmunity　of　memory．”Fuj五considers血ese　local　history　books　as　a

medium　by　which　such　“conmiunities　of　memory”　are　created．　However，　we　have

to　keep　in　rnind　that　today’s　local　government　entities　and　their　geographica｝　ex－

panses　are　not　super－historical　oRes，　but　were　fu’st　established　in　the　Meiji　era

and　then　reconstituted　on　several　occasions．　Therefore，　a　single　local　governrnent

entity　may　include　several　historical　units　which　may　have　had　different　ex－

periences　of　the　past．　This　problem　is　similar　to　that　in　the　nar　ration　of　national

histories．

The　author’s　aim　is　to　reconsider　those　local　history　books　aRd　“community　of

memory”　by　focusing　on　the　grammatical　subject　used　in　written　histories．　Mayors

often　contribute　prefaces　to　local　history　books　that　read　something　M〈e　this：　“We

citizens　owe　what　we　are　today　to　our　ancestors’　effort．　We　must　remember　them

and　follow　in　their　footsteps　in　order　to　achieve　further　development　of　our　city．”

The　subject　here　is　wareware　shimin，　“we　citizens，”　who　are　linl〈ed　to　the　in－

numerable　people　who　had　tived　in　same　area　in　the　past．　Abiko　points　out　that

modern　Japanese　local　government　entities　have　faced　several　crises，　such　as　the

foundation　of　local　government　system　and　the　setting　of　new　administrative

boundarles｛n　the　early　Meiji　era，　and　the　consotidation　of　vヨlage　sh血es　or　com－

mon　properties　at　the　end　of　Meiji　era．　We　can　use　these　facts　as　the　subject　mat－

ter　to　exarnine　whether　ioca｝　history　bool〈s　reaYy　guarantee　the　unity　of　people　to－

day　and　bind　them　in　a　“community　of　memory．”　The　author　investigated　69　local

history　books　produced　by　local　governments　in　Yamanashi　prefecture　which　were

published　from　the　1950’s　to　2006，　focusing　on　how　changes　in　the　ownership　of
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